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は　

じ　

め　

に

　

国
際
社
会
の
構
成
単
位
は
、
国
家
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
外
交
は
「
內
政
の
反
映
で
あ
り
、
國
勢
の
表
徵
）
1
（

」
と
な
る
。
こ
の
点
は
、
外

交
に
関
す
る
古
典
的
著
作
を
記
し
た
H
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
も
、
国
家
の
外
交
理
論
と
そ
の
実
際
的
運
用
は
「
国
家
的
伝
統
、
国
民
性
、
国

家
的
要
請
の
相
違
）
2
（

」
に
左
右
さ
れ
る
と
認
め
て
い
る
。

　

一
方
、
国
家
は
、
国
際
社
会　
　

と
く
に
、
主
権
国
家
を
構
成
単
位
と
す
る
近
代
的
国
際
秩
序
と
し
て
の
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム　
　

の
な
か
で
外
交
を
展
開
す
る
と
き
、
国
内
に
権
力
を
浸
透
さ
せ
て
国
民
の
代
表
と
し
て
行
動
す
る
た
め
の
対
内
主
権
と
と
も
に
、
対
外

主
権
を
も
行
使
す
る
。
そ
れ
は
、
他
国
の
権
力
か
ら
独
立
を
保
証
さ
れ
、
か
つ
国
家
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
主
権
行
使
が
不
完
全
で
あ
る
と
き
、「
そ
れ
は
、
国
家
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
）
3
（

」
と
の
評
価
も
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
国
家
の
外
交
は
、
そ
の
国
の
国
家
理
性
の
形
成
に
資
す
る
と
同
時
に
、
諸
外
国
か
ら
国
際
社
会
の
構
成
員
と
認
め
ら
れ

て
同
一
の
価
値
・
利
益
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
の
性
格
を
規
定
す
る
働
き
を
な
す
。
で
は
、
こ
の
原
則
は
、
日
本
の
「
傀
儡

国
家
」
と
い
わ
れ
た
満
洲
国
に
も
該
当
す
る
の
か
。

三
一
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こ
れ
に
関
し
、
一
九
三
五
年
四
月
、
満
洲
国
皇
帝
溥
儀
に
同
行
し
て
来
日
し
た
同
国
外
交
部
大
臣
謝
介
石
が
、
興
味
深
い
意
見
を
披

露
し
て
い
る
）
4
（

。
建
国
後
三
年
が
経
過
し
た
ば
か
り
の
満
洲
国
は
「
傳
統
的
國
民
精
神
の
存
在
は
固
よ
り
期
待
し
難
い
」
が
、
国
家
は
経

済
的
条
件
の
み
で
存
立
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
崇
高
な
る
精
神
」
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
目
下
の
満
洲
国
で
は
、「
こ

の
國
家
的
理
想
の
樹
立
が
最
大
急
務
」
で
あ
り
、「
王
道
の
思
想
」
を
理
想
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
滿
洲
國
と
し
て
最
も
留
意

戒
心
を
必
要
と
す
る
の
は
、
そ
の
國
際
關
係
」
で
あ
る
。
満
洲
国
は
日
本
と
の
間
に
「
特
殊
盟
約
關
係
」
が
あ
り
、「
吾
人
は
、
滿
洲
國

の
建
設
が
、
日
本
の
國
際
的
關
係
上
の
地
位
を
强
固
」
に
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
満
洲
国
が
「
獨
立
主
權
國
と

し
て
活
潑
々
地
の
自
主
外
交
」
を
行
な
い
、「
國
際
場
裡
に
於
い
て
一
個
の
完
全
な
る
獨
立
的
存
在
と
し
て
行
動
し
得
る
に
於
い
て
、
始

め
て
こ
の
國
は
日
本
の
國
際
的
地
位
に
對
し
有
力
な
る
補
强
的
作
用
」
を
な
す
。
し
た
が
っ
て
、「
日
本
國
民
は
滿
洲
國
の
內
部
か
ら
自

然
に
湧
き
出
で
る
希
望
欲
求
を
尊
重
す
る
要
が
あ
り
、
之
れ
に
統
制
と
か
合
理
化
と
か
の
見
地
か
ら
妄
り
に
形
式
本
位
の
歪
曲
を
加
ふ

る
こ
と
は
、
眼
前
の
便
利
あ
る
べ
き
も
、
終
局
に
於
い
て
實
地
に
卽
せ
ず
、
破
綻
を
招
く
虞
れ
が
あ
る
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」。

　

謝
の
発
言
か
ら
、
満
洲
国
も
ま
た
、
日
本
に
よ
っ
て
人
為
的
か
つ
急
造
的
に
建
設
さ
れ
た
と
は
い
え
、
一
般
の
独
立
・
主
権
国
家
と

同
じ
く
、
外
交
を
通
じ
て
国
家
理
性
を
獲
得
し
つ
つ
、
国
際
社
会
か
ら
の
承
認
を
得
た
い
と
願
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

満
洲
国
に
と
っ
て
の
大
き
な
課
題
は
、
対
外
的
主
権
行
使
が
対
日
関
係
の
規
定
を
受
け
て
排
他
的
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
満
洲
国
の
外
交
を
通
じ
て
の
国
家
理
性
の
形
成
は
、
日
本
の
対
満
外
交
と
満
洲
国
が
参
与
す
る
国
際
社
会
と
の
双
方
向
か
ら
の
影

響
を
受
け
る
。
す
で
に
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
は
、
満
洲
国
が
必
ず
し
も
日
本
の
意
図
に
沿
っ
て
外
交
活
動
を
展
開
し
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
5
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
満
洲
国
が
国
際
社
会
か
ら
受
け
る
影
響
も
、
と
き
に
日
本
の
国
家
意
思
と
齟
齬
し
、
満
洲

三
二
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国
外
交
の
遂
行
、
ひ
い
て
は
同
国
の
国
家
的
性
格
の
形
成
に
葛
藤
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
、
満
洲
国
が
ア
ジ
ア
諸
国
）
6
（

に
対
し
て
展
開
し
た
外
交
を
検
討
す
る
。
満
洲
国
外
交
、
と
く
に
戦
時
下
の
同

国
外
交
は
、「（
一
）
一
般
的
外
交
方
針
（
二
）
對
日
外
交
方
針
（
三
）
大
東
亞
共
榮
圈
の
一
翼
と
し
て
の
外
交
方
針
）
7
（

」
に
大
別
さ
れ
る
。

満
洲
国
が
属
し
た
国
際
社
会
と
は
、
東
亜
新
秩
序
と
そ
の
後
身
的
形
態
の
大
東
亜
共
栄
圏
で
あ
る
。
満
洲
国
は
、
こ
の
第
三
の
外
交
を

「
大
東
亞
に
先
驅
し
た
滿
洲
國
に
課
せ
ら
れ
た
最
大
の
使
命
」
と
み
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
満
洲
国
の
対
ア
ジ
ア
外
交
を
分

析
し
、
そ
こ
に
顕
現
す
る
同
国
の
国
家
的
性
格
と
大
東
亜
共
栄
圏
の
国
際
秩
序
と
し
て
の
構
造
的
特
質
と
を
解
明
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、

本
稿
は
、
満
洲
国
の
内
政
・
外
交
を
通
じ
て
み
え
る
と
こ
ろ
の
大
東
亜
共
栄
圏
の
特
徴
を
抽
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
研
究
は
、
日
本
と
太
平
洋
戦
争
期
に
日
本
軍
の
占
領
下
に
置
か
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
に
最
大

の
関
心
を
寄
せ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
共
栄
圏
は
、
日
本
の
戦
争
目
的
を
正
当
化
す
る
た
め
の
美
辞
麗
句
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と

も
欧
州
諸
国
の
植
民
地
と
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
を
解
放
す
る
意
義
が
あ
っ
た
の
か
が
争
点
と
な
っ
た
。
過
去
の
研
究
で
は
、
共
栄

圏
に
属
す
る
当
該
諸
国
の
独
立
・
自
主
の
問
題
に
日
本
が
い
か
に
対
応
し
た
の
か
が
注
目
を
集
め
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
）
8
（

。

　

し
か
し
、
大
東
亜
共
栄
圏
を
一
つ
の
国
際
秩
序
と
し
て
み
た
場
合
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
秩
序
構
造
の
な
か
で
地
理
的
か
つ
政
策
的

に
周
縁
に
位
置
し
、
そ
の
中
心
で
は
な
い
。
し
か
も
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
だ
け
を
注
視
し
て
い
て
は
、
大
東
亜
共
栄
圏
下
で
日
本
が
当

該
諸
国
に
独
立
・
自
主
を
許
与
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
二
項
対
立
的
問
題
に
視
野
が
限
定
さ
れ
、
共
栄
圏
の
全
体
構
造
を
把
握
し
に
く

い
。
む
し
ろ
共
栄
圏
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、「
日
本
が
最
も
信
賴
す
る
に
足
る
盟
邦
を
爲
し
、
東
亞
復
興
の
前
進
基
地
を
爲
す
）
9
（

」
と
自

任
す
る
満
洲
国
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
構
造
的
特
質
を
正
面
か
ら
検
討
す
る
た
め
に
は
、
日
満
関
係
を
、
二
国
間
限

三
三
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り
の
「
特
殊
盟
約
關
係
」
と
し
て
注
目
す
る
だ
け
で
な
く
、
共
栄
圏
の
全
体
構
造
の
な
か
に
置
い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
日
満
関
係
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
と
は
性
格
の
異
な
る
国
際
秩
序
と
し
て
の
共
栄
圏
の
特
質
も
み
え
て
く

る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
満
洲
国
の
対
ア
ジ
ア
外
交
の
実
際
的
活
動
は
、
日
本
が
大
東
亜
共
栄
圏
の
な
か
で
満
洲
国
に
与
え
よ
う
と
し
た
国
際
的
役

割
の
イ
メ
ー
ジ
と
齟
齬
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
日
本
が
描
い
た
共
栄
圏
の
理
想
像
と
圏
内
に
存
立
す
る
諸
国
家
の
集
合
体
と

し
て
の
実
像
と
の
差
違
が
み
え
て
く
る
。
そ
の
差
違
の
分
析
も
ま
た
、
共
栄
圏
の
全
体
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
本
稿
が

満
洲
国
外
交
を
通
じ
て
大
東
亜
共
栄
圏
を
再
評
価
す
る
動
機
も
、
こ
こ
に
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
満
洲
国
外
交
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る

同
国
の
国
家
的
性
格
の
な
か
に
こ
そ
、
共
栄
圏
の
特
質
が
反
映
さ
れ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　

第
一
章　

満
洲
国
建
国
初
期
の
外
交

　

満
洲
国
外
交
部
次
長
下
村
信
貞
は
、
同
国
建
国
か
ら
一
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
一
九
四
四
年
、
建
国
以
来
の
外
交
を
回
顧
し
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
）
10
（

。

過
去
十
年
閒
の
滿
洲
國
の
外
交
を
歷
史
的
に
見
る
時
は
、
こ
れ
を
建
國
創
業
當
時
の
基
礎
時
代
と
康
德
五
、
六
年
以
降
の
發
展
時

代
の
二
期
に
分
け
る
こ
と
が
出
來
る
。
基
礎
時
代
に
於
て
は
日
本
と
の
一
體
不
可
分
關
係
の
確
立
と
世
界
各
國
に
對
す
る
普
遍
的

原
則
の
宣
明
と
が
そ
の
基
幹
で
あ
り
、
發
展
時
代
に
於
て
は
日
本
に
對
す
る
協
力
關
係
の
强
化
と
歐
洲
樞
軸
陣
營
及
び
東
亞
共
榮

圈
諸
國
家
へ
の
外
交
的
飛
躍
と
が
そ
の
重
點
を
な
し
て
ゐ
る
。

三
四
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満
洲
国
最
初
の
外
交
活
動
は
建
国
直
後
の
一
九
三
二
年
三
月
一
二
日
、「
對
外
原
則
七
箇
條
」
を
謝
介
石
（
当
時
、
外
交
部
総
長
）
の
名

義
で
英
米
仏
独
ソ
等
一
七
か
国
の
外
交
主
務
長
官
宛
に
伝
達
し
た
こ
と
で
あ
る
）
11
（

。
そ
の
趣
旨
は
、
満
洲
国
の
対
外
方
針
が
「
排
外
思
想

を
廢
除
し
、
門
戶
開
放
機
會
均
等
主
義
を
認
め
、
條
約
上
の
義
務
は
國
際
慣
例
に
照
ら
し
て
繼
承
す
べ
き
も
の
は
之
を
繼
承
す
る
）
12
（

」
こ

と
に
あ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
、
右
の
諸
国
に
対
し
て
「
正
式
外
交
關
係
の
成
立
）
13
（

」
を
要
望
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
基
礎
時
代
」
に
お
い
て
満
洲
国
を
正
式
承
認
し
た
の
は
、
日
本
を
除
く
と
、
中
米
の
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
（
一
九
三
四
年
三
月
承

認
）
と
ロ
ー
マ
教
皇
庁
（
同
年
九
月
承
認
）
だ
け
で
あ
る
。
前
者
は
米
国
や
国
際
連
盟
へ
の
対
抗
か
ら
）
14
（

、
後
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
布
教
の
目

的
か
ら
）
15
（

、
満
洲
国
を
承
認
し
た
。
し
か
し
、
大
多
数
の
国
家
は
満
洲
国
を
承
認
し
な
か
っ
た
。

　

諸
外
国
か
ら
の
承
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、「
基
礎
時
代
」
の
満
洲
国
は
、
承
認
を
求
め
る
に
さ
き
だ
ち
、「
先
づ
自
國
の
獨

立
性
の
强
化
確
立
を
目
標
）
16
（

」
と
し
た
。
こ
の
時
代
の
満
洲
国
外
交
は
、「
滿
洲
國
ノ
紹
介
宣
傳
」
及
び
「
通
商
ノ
促
進
）
17
（

」
の
た
め
、
周
辺

諸
国
に
満
洲
国
の
在
外
公
館
を
開
設
し
て
独
立
・
主
権
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
つ
つ
、
正
式
承
認
を
得
ら
れ
な
い
な
か
で
も
事
実

上
の
外
交
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
た
と
え
ば
、
満
洲
国
が
対
日
外
交
以
外
で
最
重
要
視
し
た
の
が
、
対
ソ
外
交
で
あ
る
。

満
洲
国
は
一
九
三
二
年
七
月
、
ハ
ル
ビ
ン
に
外
交
部
北
満
特
派
員
公
署
を
設
置
し
、
同
地
の
ソ
連
総
領
事
と
の
間
で
各
種
外
交
案
件
を

折
衝
さ
せ
た
）
18
（

。
そ
の
設
置
は
、
駐
日
満
洲
国
大
使
館
の
前
身
で
あ
る
駐
日
代
表
公
署
の
設
置
よ
り
三
か
月
も
早
か
っ
た
。
そ
の
後
、
ソ

連
は
同
年
八
月
に
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
、
三
三
年
二
月
に
チ
タ
で
の
満
洲
国
領
事
館
開
設
を
容
認
し
た
。
満
洲
国
外
交
部
は
、

こ
の
措
置
を
も
っ
て
ソ
連
が
「
事
實
上
滿
洲
國
を
承
認
せ
る
に
外
な
ら
ず
）
19
（

」
と
み
な
し
た
。
こ
の
時
代
の
満
ソ
関
係
は
比
較
的
良
好
に

経
過
し
、
三
四
年
九
月
に
ア
ム
ー
ル
及
び
ウ
ス
リ
ー
両
河
川
に
関
す
る
水
路
協
定
が
、
三
五
年
三
月
に
北
鉄
買
収
交
渉
が
そ
れ
ぞ
れ
成

三
五
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立
し
た
）
20
（

。

　

満
洲
国
の
在
外
公
館
が
最
も
多
く
置
か
れ
た
の
は
、
当
然
な
が
ら
、
日
本
（
植
民
地
下
の
朝
鮮
や
台
湾
も
含
む
）
で
あ
る
。
満
洲
国
は
、

一
九
三
三
年
五
月
に
駐
日
代
表
公
署
を
廃
止
し
て
公
使
館
を
新
設
し
た
）
21
（

。
こ
の
駐
日
満
洲
国
公
使
館
は
一
九
三
五
年
六
月
に
大
使
館
に

昇
格
し
た
。
従
前
の
日
満
関
係
は
、
日
本
は
満
洲
国
に
大
使
を
派
遣
し
な
が
ら
、
満
洲
国
の
駐
日
代
表
は
公
使
で
あ
る
と
い
う
不
平
等

な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
も
し
満
洲
国
の
駐
日
代
表
が
大
使
と
な
れ
ば
、
同
大
使
が
在
京
外
交
団
首
席
を
務
め
る
可
能
性

が
生
じ
、
外
交
儀
礼
上
の
困
難
を
伴
う
と
の
懸
念
を
日
本
外
務
省
が
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
満
洲
国
側
は
、「
建
國
ノ
大

業
モ
着
々
進
ミ
テ
國
礎
愈
堅
キ
ヲ
加
へ
」、
さ
ら
に
同
年
四
月
の
皇
帝
訪
日
に
よ
っ
て
「
日
滿
不
可
分
關
係
更
ニ
一
段
ト
强
化
」
さ
れ
た

こ
と
で
、「
廣
ク
內
外
ニ
對
シ
獨
立
尊
重
ノ
實
ヲ
發
揮
」
し
た
い
、
し
か
も
中
華
民
国
の
駐
日
公
使
館
が
す
で
に
大
使
館
に
昇
格
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
満
洲
国
が
公
使
の
ま
ま
で
は
「
體
面
上
ヨ
リ
モ
面
白
カ
ラ
ス
」
と
の
理
由
を
あ
げ
、
そ
れ
と
同
等
の
待
遇
を
日

本
側
に
要
望
し
た
の
で
あ
っ
た
）
22
（

。

　

満
洲
国
は
、
駐
日
大
使
館
以
外
に
も
、
一
九
三
四
年
一
一
月
に
新
義
州
領
事
館
、
一
二
月
に
駐
日
公
使
館
商
務
参
事
官
大
阪
辦
公
処

及
び
門
司
名
誉
領
事
館
を
そ
れ
ぞ
れ
開
設
し
た
）
23
（

。
こ
の
う
ち
、
新
義
州
に
は
、
多
数
の
「
滿
洲
國
人
」
が
居
留
し
、
そ
の
保
護
・
監
督

の
た
め
に
領
事
館
が
設
け
ら
れ
た
）
24
（

。
そ
の
開
設
以
前
は
新
義
州
に
満
洲
国
関
係
機
関
が
な
く
、
満
洲
事
変
勃
発
以
降
、
こ
れ
ら
の
居
留

民
は
中
華
民
国
領
事
館
の
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
満
洲
国
は
、
満
朝
国
境
付
近
の
新
義
州
に
お
い
て
「
斯
ノ
如
キ
事
態
ヲ
看
過
ス

ル
コ
ト
ハ
滿
洲
國
建
設
ノ
爲
極
メ
テ
有
害
」
で
あ
る
と
し
、
他
都
市
に
先
立
っ
て
開
設
を
進
め
た
。
三
五
年
一
二
月
に
は
、
新
義
州
領

事
館
の
指
導
下
に
「
新
義
州
滿
僑
僑
民
會
」
も
成
立
し
た
。
そ
の
設
立
大
会
に
は
、
満
洲
国
外
交
部
僑
務
科
長
代
理
も
出
席
し
、
同
国

三
六
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政
府
と
し
て
新
義
州
の
僑
民
保
護
と
そ
の
福
祉
増
進
に
あ
た
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
）
25
（

。

　

こ
の
ほ
か
、
満
洲
国
が
周
辺
諸
国
の
な
か
で
ソ
連
と
と
も
に
重
視
し
た
の
が
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
モ
ン

ゴ
ル
は
「
我
國
五
族
の
一
た
る
蒙
古
民
族
を
そ
の
國
民
の
宗
と
な
し
、
宗
敎
言
語
風
俗
を
等
し
く
」
す
る
こ
と
の
ほ
か
、「
隣
接
國
家
と

し
て
斯
か
る
疎
遠
關
係
に
あ
る
の
は
親
睦
を
旨
と
す
る
我
國
對
外
政
策
に
背
馳
」
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
）
26
（

。
満
蒙
両
国
は
、
一
九
三
五
年

一
月
の
国
境
紛
争
事
件
で
あ
る
ハ
ル
ハ
廟
事
件
を
契
機
に
、
同
年
六
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
三
回
に
わ
た
り
、
政
府
代
表
者
間
の
会
議

を
満
洲
里
で
開
催
し
た
。
そ
の
席
上
、
満
洲
国
側
は
、
国
境
紛
争
処
理
及
び
国
境
線
画
定
に
む
け
て
「
中
央
代
表
機
關
の
交
換
」
と
と

も
に
、「
兩
國
親
善
關
係
の
樹
立
」
を
求
め
た
。
し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
側
は
、
満
洲
里
及
び
モ
ン
ゴ
ル
国
内
の
タ
ム
ス
ク
ス
ー
ム
で
の
地

方
代
表
交
換
で
十
分
で
あ
る
と
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
側
の
主
張
の
背
景
に
は
、
満
蒙
国
交
樹
立
に
よ
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
国
内
に
満
洲
国
の
在

外
公
館
が
設
置
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
事
実
上
の
関
東
軍
特
務
機
関
と
化
す
と
の
ソ
連
側
の
危
惧
が
あ
っ
た
。
満
洲
国
側
は
こ
れ
に
対
し
、

「
國
際
慣
例
上
國
家
の
基
本
的
權
利
と
し
て
例
外
な
く
認
め
ら
れ
た
る
使
莭
交
換
等
の
交
通
權
す
ら
も
承
認
を
肯
ぜ
す
、
之
を
通
例
の
國

家
と
認
む
る
能
は
ず
」
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
側
を
非
難
し
、
会
議
は
最
終
的
に
決
裂
し
た
）
27
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
建
国
当
初
の
満
洲
国
外
交
は
、
そ
の
建
国
経
緯
の
ゆ
え
に
日
本
と
の
間
に
「
一
體
不
可
分
關
係
」
が
あ
る
と
さ
れ

る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
国
際
的
慣
例
に
沿
っ
た
外
交
に
関
し
て
は
、
日
本
を
含
め
た
諸
外
国
に
対
し
、
何
か
特
異
な
活
動
を
行
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
独
立
・
主
権
国
家
と
し
て
の
体
制
を
整
備
し
つ
つ
、
他
国
か
ら
承
認
を
得
ら
れ
ず
と
も
事
実
上
の
外
交
関
係
を
積

み
重
ね
る
と
い
う
の
は
、
満
洲
国
の
み
な
ら
ず
、
誕
生
直
後
の
す
べ
て
の
国
家
が
展
開
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
下
村
が
い
う
よ
う
に
、
ま

さ
に
満
洲
国
外
交
は
「
世
界
各
國
に
對
す
る
普
遍
的
原
則
の
宣
明
」
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
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で
は
、
康
徳
五
〜
六
（
一
九
三
八
〜
三
九
）
年
以
降
の
「
發
展
時
代
」
に
お
い
て
、
満
洲
国
外
交
の
何
が
変
化
し
、
そ
の
対
ア
ジ
ア
外

交
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
を
、
次
章
以
降
で
検
討
し
よ
う
。

　
　
　
　
　

第
二
章　

満
洲
国
外
務
局
の
成
立

　

康
徳
五
〜
六
年
頃
に
お
け
る
満
洲
国
外
交
の
一
大
変
化
は
、
同
国
を
承
認
す
る
国
家
が
一
挙
に
増
え
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
三
七
年

一
一
月
の
イ
タ
リ
ア
を
皮
切
り
に
、
翌
月
の
ス
ペ
イ
ン
（
フ
ラ
ン
コ
政
権
）、
翌
三
八
年
二
月
の
ド
イ
ツ
な
ど
、
こ
れ
以
降
、
計
一
八
か

国
が
満
洲
国
を
承
認
し
た
）
28
（

。
そ
の
多
く
は
、
日
中
戦
争
勃
発
前
後
か
ら
世
界
が
連
合
・
枢
軸
両
陣
営
に
二
分
さ
れ
る
な
か
で
、
後
者
に

属
す
る
国
家
だ
っ
た
。

　

一
方
、
国
際
情
勢
の
影
響
と
と
も
に
、
満
洲
国
自
身
の
内
在
的
変
化
も
ま
た
、
同
国
外
交
、
と
く
に
そ
の
対
ア
ジ
ア
外
交
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
そ
の
契
機
が
、
一
九
三
六
年
六
月
一
〇
日
の
「
滿
洲
國
ニ
於
ケ
ル
日
本
臣
民
ノ
居
住
及
滿
洲
國
ノ
課
稅
等
ニ
關
ス
ル

日
本
國
滿
洲
國
閒
條
約
」
及
び
翌
三
七
年
一
一
月
五
日
の
「
治
外
法
權
撤
廢
及
南
滿
洲
鐵
道
附
屬
地
行
政
權
ノ
移
讓
ニ
關
ス
ル
日
本
國

滿
洲
國
閒
條
約
」
で
あ
る
）
29
（

。
満
洲
国
は
前
掲
「
對
外
原
則
七
箇
條
」
に
お
い
て
、
そ
の
建
国
以
前
に
中
華
民
国
が
諸
外
国
と
結
ん
だ
条

約
を
順
守
す
る
と
宣
言
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
建
国
以
降
も
、
日
本
を
含
め
た
諸
外
国
が
満
洲
地
方
で
有
す
る
治
外
法
権
等
の
諸
権
益
を

尊
重
し
た
。
し
か
し
、
建
国
の
理
想
で
あ
る
五
族
協
和
に
基
づ
い
て
在
満
日
本
人
が
満
洲
国
の
「
構
成
分
子
」
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
日
本
人
だ
け
が
満
洲
国
内
で
特
権
を
有
す
る
の
は
、「
滿
洲
國
の
健
全
な
る
發
展
を
阻
碍
し
民
族
協
和
、
日
滿
和
親
の
鞏
化
に
支

障
を
來
す
」
と
の
意
見
が
生
じ
、
前
記
の
両
条
約
を
締
結
し
た
）
30
（

。

三
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さ
ら
に
満
洲
国
政
府
は
一
九
三
六
年
七
月
一
日
、
治
外
法
権
等
の
「
第
三
國
人
に
對
す
る
恩
惠
的
措
置
を
全
廢
す
べ
き
斷
固
た
る
方

針
を
中
外
に
宣
言
」
し
た
。
諸
外
国
が
満
洲
国
を
承
認
し
な
い
以
上
、
同
国
内
で
特
権
を
享
受
す
る
権
利
も
ま
た
無
い
と
の
主
張
で
あ

る
。
こ
の
宣
言
を
も
っ
て
、
満
洲
国
は
、
建
国
当
初
の
「
列
國
と
の
和
親
協
調
の
對
外
政
策
」
を
転
換
し
、「
毅
然
た
る
自
主
的
態
度
を

以
て
漸
次
對
外
關
係
の
調
整
」
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
）
31
（

。

　

治
外
法
権
撤
廃
問
題
の
解
決
に
あ
わ
せ
、
満
洲
国
は
一
九
三
七
年
五
月
、
行
政
機
構
改
革
を
実
施
し
た
。
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
従
来

の
外
交
部
が
廃
止
さ
れ
、
国
務
総
理
大
臣
直
属
の
外
務
局
が
創
設
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
外
交
に
關
す
る
事
項
を
司
掌
」
す
る
外
務
局

を
、「
地
方
團
體
の
一
般
的
指
導
及
び
地
方
長
官
の
一
般
的
監
督
に
關
す
る
事
項
を
司
掌
」
す
る
内
務
局
と
並
ん
で
総
理
の
直
隷
下
に
置

き
、「
外
交
を
國
務
總
理
大
臣
の
直
宰
」
と
し
た
）
32
（

。
外
交
部
廃
止
に
関
し
、
日
本
外
務
省
は
、「
獨
立
機
關
ト
シ
テ
ノ
外
務
省
ヲ
有
セ
サ

ル
」
こ
と
は
問
題
で
あ
り
、
国
際
的
慣
例
に
照
ら
し
て
「
國
務
總
理
カ
外
務
大
臣
ヲ
倂
セ
稱
ス
ル
カ
如
キ
名
稱
ヲ
存
置
ス
ル
コ
ト
ハ
絕

對
ニ
必
要
ナ
リ
」
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
改
革
を
め
ぐ
っ
て
満
洲
国
総
務
庁
と
関
東
軍
と
の
間
に
合
意
が
成
立
し
て
お
り
、
外
務
省

の
意
見
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
）
33
（

。

　

た
だ
し
、
こ
の
機
構
改
革
の
眼
目
は
、「
國
務
總
理
ヲ
中
心
ト
ス
ル
棯
明
直
截
ノ
政
治
ヲ
行
ヒ
得
ル
」
よ
う
に
す
る
一
方
、「
地
方
ノ

特
殊
化
ヲ
基
礎
ト
ス
ル
地
方
制
度
ノ
刷
新
」
を
進
め
る
点
に
あ
っ
た
）
34
（

。
改
革
時
に
総
理
張
景
恵
か
ら
発
表
さ
れ
た
「
改
革
大
綱
）
35
（

」
に
よ

る
と
、
こ
の
改
革
は
、「
中
央
地
方
の
聯
繫
を
密
な
ら
し
め
且
地
方
行
政
機
關
の
機
能
を
强
化
し
劃
一
主
義
の
弊
害
を
是
正
」
す
る
こ
と

で
、「
地
方
自
治
を
育
成
整
備
し
行
政
、
文
化
、
經
濟
等
の
有
機
的
綜
合
組
織
體
と
し
て
の
內
容
を
充
實
」
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
満
洲
国
が
建
国
の
理
想
と
し
て
掲
げ
た
「
日
滿
一
德
一
心
不
可
分
關
係
の
確
立
」
や
「
民
族
協
和
の
實
現
）
36
（

」
等
の
う
ち
、
改

三
九
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革
の
最
優
先
事
項
は
、
治
外
法
権
撤
廃
問
題
と
同
じ
く
、
後
者
と
そ
の
た
め
の
国
内
制
度
整
備　
　

つ
ま
り
、
外
交
機
関
の
改
組
で
は

な
く
内
務
局
の
新
設
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
関
東
軍
側
は
「
本
機
構
改
正
ハ
地
方
省
機
構
刷
新
ヲ
第
一
義
」
と
し
、「
要
ス
レ
ハ
國

務
總
理
直
轄
ノ
外
交
局
（
又
ハ
院
）
ト
ス
ル
モ
可
ナ
ル
モ
機
構
改
正
上
第
二
段
カ
可
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
考
え
て
い
た
）
37
（

。

　

で
は
、
満
洲
国
外
務
局
の
新
設
は
、
前
記
の
外
交
方
針
転
換
や
行
政
機
構
改
革
に
よ
る
内
政
刷
新
と
い
か
に
関
連
す
る
の
か
。
そ
れ

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
満
洲
国
政
府
の
背
後
に
あ
っ
て
、
治
外
法
権
撤
廃
や
行
政
機
構
改
革
を
主
導
し
た
関
東
軍
「
建
国
派
」
に
焦

点
を
あ
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
派
は
、
満
洲
事
変
勃
発
か
ら
満
洲
国
建
国
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
板
垣
征
四

郎
・
石
原
莞
爾
・
片
倉
衷
ら
の
軍
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
建
国
後
間
も
な
く
、
日
本
陸
軍
の
派
閥
対
立
に
影
響
さ
れ
、
い
っ
た
ん
は

関
東
軍
の
要
職
か
ら
離
れ
た
。
そ
れ
が
、
満
洲
国
外
交
の
「
發
展
時
代
」
に
さ
き
だ
ち
、
板
垣
は
一
九
三
四
年
一
二
月
に
関
東
軍
参
謀

副
長
（
三
六
年
三
月
、
参
謀
長
に
昇
進
）、
片
倉
も
陸
軍
省
軍
務
局
付
対
満
事
務
局
勤
務
や
同
省
軍
務
課
満
洲
班
長
等
の
職
務
を
経
て
三
七

年
三
月
に
関
東
軍
参
謀
、
石
原
も
同
年
九
月
に
関
東
軍
参
謀
副
長
と
し
て
満
洲
に
復
帰
し
た
）
38
（

。

　

関
東
軍
「
建
国
派
」
が
提
唱
す
る
「
滿
洲
國
指
導
精
神
」
は
、
満
洲
国
を
「
皇
道
聯
合
內
ノ
一
獨
立
國
家
」
と
し
て
育
成
し
、
日
満

両
国
間
の
「
完
全
ナ
ル
不
可
分
關
係
ヲ
結
成
」
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
「
皇
道
聯
合
」
と
は
、
日
本
の
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
際
的

連
合
組
織
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
の
満
洲
国
の
存
在
は
「
天
皇
ノ
御
心
ヲ
奉
戴
セ
ル
皇
帝
ヲ
中
心
ト
シ
テ
一
德
一
心
、
畏
ク
モ
之
ヲ
日

月
ノ
關
係
ニ
擬
」
さ
れ
る
独
立
国
家
で
あ
り
、
そ
の
育
成
を
も
っ
て
「
國
際
的
ニ
ハ
對
外
調
整
ニ
資
シ
內
的
ニ
ハ
民
心
把
握
ヲ
容
易
」

に
す
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、「
眞
ノ
意
味
ノ
不
可
分
」
と
は
、「
日
本
民
族
自
カ
ラ
、
事
實
問
題
ト
シ
テ
萬
般
ニ
介
入
」
し
、「
各
民
族
ノ

先
逹
ト
シ
テ
渾
然
融
合
ノ
實
」
を
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
満
関
係
に
お
い
て
「
條
約
協
定
ハ
棯
易
ヲ
旨
ト
シ
運
用
ノ
妙

四
〇
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ヲ
發
揮
」
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
日
本
が
「
徒
ニ
外
交
的
行
政
的
干
與
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ハ
之
ヲ
戒
メ
」
る
べ
き
で

あ
る
。
と
く
に
、
満
洲
国
育
成
時
に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
次
の
二
つ
の
考
え
方
で
あ
る
。
一
つ
は
、
国
際
的
影
響
だ
け
を
考
え
、
満

洲
国
を
「
原
有
民
族
ノ
ミ
ノ
獨
立
國
家
」
と
み
な
し
、
在
満
日
本
人
を
「
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
の
地
位
に
置
き
、「
日
本
人
ノ
立
場
ヲ
民
族

協
和
ヨ
リ
游
離
」
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
満
洲
国
を
「
皇
道
聯
合
內
ノ
一
獨
立
國
家
」
と
す
る
意
義
が
徹
底
さ
れ
ず
、

「
國
家
ト
シ
テ
ノ
協
力
ト
、
民
族
ト
シ
テ
ノ
融
合
ヲ
混
同
」
し
、
満
洲
国
を
「
保
護
國
視
」
す
る
思
想
で
あ
る
）
39
（

。

　

以
上
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
満
洲
国
外
務
局
は
、
独
立
国
家
の
外
交
活
動
を
主
管
す
る
外
交
機
関
と
い
う
よ
り
、
日
本
の
対
満
政
策
と

満
洲
国
内
の
基
層
社
会
と
を
連
結
す
る
媒
体
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
外
務
」
は
、
ニ
コ
ル
ソ
ン
が
定
義
し
た
「
外

交
」
の
意
味
と
は
異
な
る
。
ニ
コ
ル
ソ
ン
は
「
外
交
と
は
、
交
渉
に
よ
る
国
際
関
係
の
処
理
、
大
使
や
公
使
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
関
係

が
調
整
さ
れ
る
方
式
）
40
（

」
と
解
釈
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
・
公
使
の
役
割
が
低
下
し
た
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
定
義
の
ほ
か
に
、

国
家
の
対
外
政
策
の
形
成
と
そ
の
遂
行
の
意
味
を
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
）
41
（

。
し
か
し
、
満
洲
国
の
「
外
務
」
の
意
味
は
、
そ
れ
ら
と
は
違

い
、
主
権
国
家
同
士
の
関
係
処
理
で
は
な
く
、
日
本
ま
た
は
日
本
人
に
よ
る
「
異
種
民
族
の
統
治
）
42
（

」
と
解
す
る
ほ
う
が
よ
い
。
つ
ま
り
、

「
建
国
派
」
の
考
え
で
は
、
満
洲
国
の
日
系
官
吏
は
「
日
本
の
或
意
味
の
政
務
官
」
で
あ
り
、
日
本
の
外
交
官
に
よ
る
対
満
外
交
の
展
開

も
「
實
質
ナ
シ
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
）
43
（

。
満
洲
国
外
務
局
が
内
務
局
と
と
も
に
国
務
総
理
の
直
轄
下
に
あ
る
の
も
、
そ
う
し
た
日
満
関

係
像
の
反
映
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
片
倉
の
そ
の
後
の
思
想
や
行
動
も
踏
ま
え
て
「
皇
道
聯
合
」
の
構
造
的
特
質
を
推
察
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の

連
合
組
織
で
あ
り
、
各
国
家
に
「
政
治
の
獨
立
は
與
へ
）
44
（

」
ら
れ
る
も
の
の
、
国
家
主
権
よ
り
も
民
族
の
存
在
意
義
が
重
視
さ
れ
、
国
内

四
一
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外
に
居
住
す
る
諸
民
族
が
各
自
の
特
徴
を
活
か
し
な
が
ら
、
日
本
人
を
中
心
に
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
て
精
神
的
か
つ
物
理
的
）
45
（

に
連
帯

す
る
、
階
層
性
を
前
提
と
し
た
有
機
的
共
同
体
で
あ
っ
た
。
片
倉
は
日
中
戦
争
下
の
一
九
三
八
年
五
月
、『
新
支
那
建
設
に
關
し
日
滿
支

朝
野
の
再
反
省
を
促
が
す
』
と
題
す
る
小
冊
子
を
出
版
し
た
。
そ
こ
で
は
、
日
本
の
「
大
陸
經
營
の
適
性
は
適
地
適
應
主
義
に
依
つ
て

取
捨
按
配
せ
ら
れ
て
始
め
て
光
彩
を
放
つ
べ
し
」
と
論
じ
ら
れ
た
う
え
、
こ
の
「
適
地
適
應
主
義
」
を
中
国
に
あ
て
は
め
、
日
満
両
国

は
不
可
分
関
係
で
あ
る
が
、「
日
支
關
係
は
不
可
離
の
締
盟
國
家
」
で
あ
り
、「
國
際
的
に
は
條
約
に
よ
り
規
範
せ
ら
る
べ
き
性
質
」
で

あ
る
。「
日
本
人
は
支
那
の
構
成
分
子
に
非
ら
ず
し
て
日
本
及
日
本
人
は
指
導
援
助
の
役
割
に
置
か
る
べ
き
立
場
」
で
あ
り
、「
支
那
大

衆
の
最
大
關
心
事
が
、
國
家
の
主
權
或
は
道
義
觀
、
社
會
政
治
問
題
よ
り
も
經
濟
問
題
」
に
あ
る
の
で
、
そ
の
た
め
の
指
導
・
援
助
が

必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
）
46
（

。
一
九
四
二
年
九
月
、
片
倉
は
第
一
五
軍
参
謀
に
異
動
し
、
ビ
ル
マ
の
バ
モ
ー
政
権
成
立
に
関
与
し
た
。
そ
の

当
時
の
片
倉
は
、「
東
亞
一
般
の
建
設
は
總
論
と
各
論
と
を
用
意
し
、
日
本
の
與
ふ
べ
き
も
の
、
卽
ち
道
義
性
、
各
民
族
の
尊
重
を
用
意

す
。
國
家
意
識
と
民
族
意
識
と
に
關
し
、
そ
の
指
導
を
適
切
に
す
。
混
同
を
避
く
）
47
（

」
と
し
、「
バ
モ
ー
一
味
の
英
米
流
的
對
等
條
約
、
完

全
獨
立
論
」
に
反
対
し
た
）
48
（

。

　

と
は
い
え
、
関
東
軍
「
建
国
派
」
の
思
想
が
、
満
洲
国
内
で
全
面
的
賛
同
を
得
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
満
洲
国
官
吏
の
一
部
は
そ

れ
に
反
対
し
、
国
家
の
存
在
意
義
を
民
族
の
そ
れ
よ
り
も
上
位
に
置
き
、
満
洲
国
を
あ
く
ま
で
も
独
立
・
主
権
国
家
と
し
て
建
設
す
る

考
え
を
抱
い
て
い
た
。
元
満
洲
国
侍
従
武
官
・
同
国
軍
中
将
石
丸
志
都
麿
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
満
洲
国
建
国
以
来
「
日
滿

兩
國
官
民
ノ
大
部
ガ
終
局
ノ
完
成
ト
過
程
ノ
現
象
ト
ヲ
誤
認
シ
建
國
ノ
眞
髓
ト
之
ニ
到
逹
セ
ン
カ
爲
メ
ニ
採
ル
一
時
ノ
方
便
ト
ヲ
混
同
」

し
が
ち
で
あ
る
が
、「
民
族
協
和
ハ
過
程
ニ
シ
テ
終
局
ハ
滿
洲
一
民
族
化
ノ
完
成
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
關
東
軍

四
二
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司
令
官
ノ
國
政
ニ
關
ス
ル
內
面
指
導
ノ
如
キ
一
時
ノ
方
便
」
に
す
ぎ
ず
、「
其
窮
極
ハ
日
本
皇
室
ト
特
殊
關
係
ヲ
有
ス
ル
現
帝
室
ヲ
無
窮

ニ
仰
キ
日
本
語
ヲ
國
語
ト
ス
ル
新
滿
洲
民
族
ヲ
以
テ
構
成
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス
先
住
ス
ル
滿
、
漢
、
蒙
、
鮮
、
露
民
族
ト
等
シ

ク
祖
國
日
本
ヨ
リ
移
動
シ
來
レ
ル
日
本
民
族
亦
是
等
ト
一
團
ト
成
リ
テ
新
滿
洲
民
族
タ
ラ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス
）
49
（

」。

　

こ
う
し
た
国
家
観
に
立
脚
す
る
と
き
、
日
満
関
係
と
そ
れ
を
包
有
す
る
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
満
洲
国
総
務
庁
参
事
官

毛
利
冨
一
が
次
に
述
べ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
東
亜
新
秩
序
や
大
東
亜
共
栄
圏
を
英
連
邦
に
類
似
し
た
国
際
組
織
に
発
展
さ

せ
る
構
想
で
あ
っ
た
。
英
連
邦
は
、
英
国
王
を
連
邦
の
首
長
や
統
合
の
象
徴
と
し
て
承
認
し
つ
つ
、
英
国
か
ら
の
移
住
者
と
そ
の
子
孫

が
国
民
の
中
に
含
ま
れ
る
カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
の
諸
国
が
対
等
の
立
場
で
形
成
す
る
、
緩
や
か
な
組
織
で
あ
る
。
英
連
邦
内

の
英
本
国
と
他
国
と
の
関
係
は
、
あ
く
ま
で
も
結
束
で
あ
り
、
支
配
・
被
支
配
の
間
柄
に
は
な
い
）
50
（

。
満
洲
国
も
ま
た
、
日
本
と
と
も
に

「
其
ノ
目
的
使
命
ヲ
同
シ
ク
シ
共
ニ
相
倚
リ
相
援
ケ
テ
東
亞
建
設
ノ
大
業
ヲ
完
成
シ
之
ヲ
維
持
シ
其
ノ
平
和
ト
國
際
關
係
ヲ
指
導
セ
ン
ガ

爲
メ
ニ
生
レ
出
タ
ル
國
家
」
で
あ
り
、「
特
ニ
其
ノ
威
力
ノ
根
源
ヲ
大
和
民
族
ト
同
胞
感
ニ
依
ツ
テ
相
繫
ガ
レ
タ
ル
新
シ
キ
民
族
國
家
」

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
日
満
両
国
の
「
不
可
分
一
體
ノ
關
係
」
は
「
永
久
不
變
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、

其
ノ
關
係
ハ
自
然
的
自
主
的
平
等
的
ノ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ネ
バ
ナ
ラ
ズ
。
强
制
的
、
抑
壓
的
、
片
務
的
、
從
屬
的
ノ
モ
ノ
デ
ア
ツ
テ
ハ

ナ
ラ
ヌ
ノ
デ
ア
ル
。
何
ト
ナ
レ
バ
强
制
、
抑
壓
、
片
務
、
從
屬
ノ
狀
態
ハ
必
ラ
ズ
其
ノ
內
ニ
反
發
破
壞
作
用
ヲ
包
藏
シ
永
久
的
性

質
ニ
缺
グ
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
。

卽
チ
夫
レ
ハ
印
度
ノ
英
國
ニ
於
ケ
ル
ガ
如
キ
モ
ノ
デ
ア
ツ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
。

寜
ロ
カ
ナ
ダ
、
濠
洲
等
白
人
主
義
英
領
ド
ミ
ニ
オ
ン
ノ
英
本
國
ニ
對
ス
ル
ガ
如
キ
關
係
ニ
於
テ
尙
一
層
緊
密
性
ヲ
要
請
セ
ラ
ル
ベ

四
三



44

東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
二
巻
　

第
一
号

キ
モ
ノ
デ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
右
ノ
如
キ
見
地
カ
ラ
ス
レ
バ
滿
洲
國
ハ
未
ダ
完
成
サ
レ
タ
國
家
デ
ハ
ナ
イ
）
51
（

。

　

満
洲
国
外
交
官
の
多
く
は
、
同
国
誕
生
の
歴
史
的
意
義
を
説
く
べ
く
、
西
洋
の
「
物
質
文
明
」「
科
學
機
械
文
明
」
に
対
抗
し
、「
日

滿
の
協
調
に
依
り
東
洋
文
化
の
再
建
が
築
か
れ
る
事
」
を
強
調
し
た
）
52
（

。
こ
の
た
め
、
日
本
は
「
ア
ジ
ア
大
陸
に
對
す
る
文
化
的
國
策
の

樹
立
」
が
必
要
で
あ
り
、
日
満
両
国
間
で
も
「
日
滿
官
吏　

日
滿
國
民
の
精
神
的
結
合
）
53
（

」
が
重
要
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
心
理
的
連
帯
を
一
層
深
化
さ
せ
、
日
満
両
国
の
政
治
的
結
合
・
政
策
的
連
動
に
つ
な
げ
る
の
か
。
さ
ら
に
は
ア
ジ
ア
全
体
の
な
か
で

国
家
の
枠
組
み
が
相
対
化
さ
れ
、
主
権
行
使
を
限
定
し
た
地
域
的
共
同
体
が
形
成
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
日
満
両
国
、
ひ
い
て
は

日
本
と
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
が
、
天
皇
を
地
域
統
合
の
た
め
の
首
長
・
象
徴
と
し
て
仰
ぎ
つ
つ
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
精
神
的
共
鳴

に
と
ど
ま
り
、
国
家
間
の
主
権
行
使
は
制
限
さ
れ
な
い
、
非
階
層
的
国
家
連
合
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
か
。

　

以
上
の
点
は
、
満
洲
国
外
交
が
「
發
展
時
代
」
に
展
開
し
た
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
実
際
的
活
動
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
章
に
お

い
て
解
明
し
た
い
。

　
　
　
　
　

第
三
章　

満
洲
国
対
ア
ジ
ア
外
交
の
諸
相

　

ア
ジ
ア
の
な
か
で
満
洲
国
を
は
じ
め
て
承
認
し
た
国
家
は
、
日
本
の
華
北
分
離
工
作
に
よ
っ
て
成
立
し
た
冀
東
防
共
自
治
政
府
で
あ

る
（
以
下
、
冀
東
政
権
）。
一
九
三
五
年
一
二
月
二
五
日
の
政
権
成
立
後
、
翌
三
六
年
一
月
一
〇
日
、
満
洲
国
外
交
部
次
長
大
橋
忠
一
は

通
州
を
訪
問
し
た
）
54
（

。
大
橋
は
同
地
で
冀
東
政
権
政
務
長
官
殷
汝
耕
ら
と
会
談
し
、
双
方
が
「
滿
冀
脩
好
協
約
」
を
締
結
す
る
こ
と
で
合

意
し
た
。
こ
の
協
約
は
、「
滿
洲
國
政
府
及
び
冀
東
防
共
自
治
政
府
は
相
互
に
そ
の
主
權
を
確
認
」
す
る
こ
と
な
ど
十
数
か
条
を
定
め
た

四
四
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も
の
で
あ
っ
た
）
55
（

。
さ
ら
に
同
年
四
月
一
五
日
、
冀
東
政
権
の
「
正
式
脩
好
使
莭
」
と
し
て
外
交
処
長
池
宗
墨
ら
が
新
京
を
訪
問
し
、「
滿

冀
兩
國
閒
の
正
式
國
交
」
を
開
く
こ
と
で
、
両
者
の
意
見
が
一
致
し
た
）
56
（

。

　

と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
冀
東
政
権
の
誕
生
に
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
満
洲
国
も
関
与
し
て
い
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
板
垣
（
当
時
、

満
洲
国
軍
政
部
最
高
顧
問
）
の
一
九
三
四
年
八
月
二
七
日
付
「
滿
洲
國
ノ
對
支
施
策
統
制
ニ
關
ス
ル
意
見
）
57
（

」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の

内
容
を
も
つ
。
日
本
の
大
陸
政
策
の
基
本
は
、
欧
米
諸
国
を
し
て
「
東
洋
ニ
關
ス
ル
容
喙
權
ヲ
抛
棄
」
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
が
、
中
国

は
か
え
っ
て
「
遠
交
近
攻
ノ
策
ヲ
傳
統
」
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
伝
統
的
政
策
を
中
国
に
放
棄
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、「
支

那
ニ
於
ケ
ル
斯
ク
ノ
如
キ
政
權
ノ
存
在
ヲ
否
定
ス
ル
ノ
實
策
ヲ
講
ス
ル
ヲ
以
テ
對
支
政
策
ノ
基
調
」
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ゆ
え
に
、

「
滿
洲
國
ノ
對
支
施
策
ハ
日
本
帝
國
ノ
如
上
要
求
ニ
協
調
」
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
実
施
の
た
め
に
は
、
満
洲
国
の
「
軍
政

部
又
ハ
外
交
部
ノ
如
キ
常
設
機
關
ニ
命
ス
ル
ヲ
有
利
ト
ス
」。
と
く
に
、
外
交
部
の
従
来
の
活
動
は
「
單
ニ
大
亞
細
亞
主
義
ノ
宣
怖
ト
云

フ
ニ
止
マ
リ
」、
労
力
や
経
費
を
濫
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
此
機
會
ニ
於
テ
更
ニ
之
ヲ
積
極
的
ニ
導
キ
且
無
益
ノ
浪
費
ニ
陷
ラ
シ

メ
サ
ル
如
ク
指
導
ス
ル
ノ
要
ア
リ
」。

　

満
洲
国
外
交
部
に
あ
っ
て
、
板
垣
に
呼
応
し
た
の
が
、
大
橋
だ
っ
た
。
大
橋
は
一
九
三
五
年
九
月
一
九
日
、
の
ち
に
冀
東
政
権
稽
査

処
長
に
就
任
す
る
宮
田
天
堂
と
会
談
し
た
。
宮
田
の
回
想
に
よ
る
と
、
そ
の
席
上
、
大
橋
は
「
殷
汝
耕
と
云
ふ
人
が
支
那
民
族
の
自
立

と
日
滿
支
提
携
と
云
ふ
東
洋
平
和
の
大
使
命
か
ら
今
度
冀
東
に
防
共
自
治
政
權
を
樹
立
し
て
死
を
賭
し
て
や
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。

就
い
て
は
是
非
殷
氏
を
扶
け
て
働
い
て
も
ら
ひ
た
い
）
58
（

」
と
依
頼
し
た
。
大
橋
は
外
務
省
在
勤
当
時
か
ら
、
同
省
官
吏
の
な
か
で
は
珍
し

く
「
政
治
家
氣
質
を
多
分
に
持
つ
て
い
る
）
59
（

」
と
い
わ
れ
て
い
た
。
彼
自
身
も
「
規
則
を
見
て
人
を
見
な
い
、
人
を
見
て
魂
を
見
な
い
」

四
五
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こ
と
を
「
官
僚
の
惡
弊
」
と
し
て
嫌
っ
て
い
た
）
60
（

。
大
橋
は
ま
た
、
一
九
二
〇
年
代
に
シ
ア
ト
ル
や
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
領
事
等
と
し
て
排

日
移
民
問
題
へ
の
対
応
に
苦
慮
し
た
経
験
か
ら
、「
吾
等
日
本
人
は
黃
色
人
種
の
先
覺
者
と
し
て
今
「
ス
ト
ラ
グ
ル
」
奮
鬪
の
眞
最
中
な

の
だ
、
何
處
迄
彼
等
白
人
先
驅
者
に
追
ひ
つ
け
る
か
、
吾
等
は
全
力
を
擧
げ
て
走
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
）
61
（

」
と
の
人
種
対
立
論
を
抱
い
て
い
た
。

満
洲
事
変
が
勃
発
す
る
と
、
そ
の
当
時
ハ
ル
ビ
ン
総
領
事
を
務
め
て
い
た
大
橋
は
い
ち
早
く
関
東
軍
へ
の
支
持
を
表
明
し
、
東
省
特
別

区
行
政
長
官
の
地
位
に
あ
っ
た
張
景
恵
を
説
得
し
て
、
そ
の
協
力
を
と
り
つ
け
た
）
62
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
満
洲
国
建
国
後
に
外
交
部
次
長
に
就

任
し
た
大
橋
に
対
し
、
関
東
軍
「
建
国
派
」
は
、
同
人
は
「
外
交
官
ノ
抛
棄
ヲ
決
意
」
し
、「
日
滿
共
存
共
榮
ヲ
說
ク
コ
ト
最
モ
熱
心
」

に
し
て
「
保
護
ス
ヘ
キ
人
物
）
63
（

」
で
あ
る
と
し
て
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
。

　

冀
東
政
権
と
の
修
好
関
係
を
結
ん
だ
満
洲
国
は
、
さ
ら
に
一
九
三
六
年
一
一
月
、
徳
王
（
ド
ム
チ
ョ
ク
ド
ン
ロ
プ
）
を
指
導
者
と
す
る

蒙
古
軍
政
府
と
の
間
に
常
駐
代
表
を
交
換
し
た
）
64
（

。
同
政
府
は
翌
三
七
年
六
月
、
冀
東
政
権
と
の
間
に
も
「
防
共
協
定
及
攻
守
同
盟
）
65
（

」
を

締
結
し
て
い
る
。
蒙
古
軍
政
府
は
日
中
戦
争
勃
発
後
の
三
七
年
一
〇
月
二
八
日
、
蒙
古
民
族
大
会
を
開
催
し
、
蒙
古
聯
盟
自
治
政
府
と

改
称
し
た
。
そ
の
頃
、
日
本
軍
占
領
下
の
チ
ャ
ハ
ル
省
及
び
山
西
省
で
も
、
三
七
年
九
月
四
日
に
張
家
口
で
察
南
自
治
政
府
が
、
一
〇

月
一
五
日
に
大
同
で
晋
北
自
治
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
誕
生
し
た
。
三
政
府
は
地
域
的
・
政
策
的
近
接
性
か
ら
各
政
府
代
表
が
張
家
口
に
参

集
し
て
蒙
疆
聯
合
自
治
委
員
会
を
結
成
し
た
。
徳
王
は
三
七
年
一
二
月
二
二
日
、
同
委
員
会
の
親
善
使
節
を
率
い
て
新
京
を
訪
問
し
、

満
蒙
双
方
が
政
府
代
表
を
交
換
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
満
洲
国
側
は
三
八
年
七
月
に
駐
蒙
満
洲
国
代
表
部
を
張
家
口
に
、
同
代
表
部

辦
事
処
を
綏
遠
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
し
、
蒙
疆
側
も
八
月
に
駐
満
代
表
機
関
を
新
京
に
開
設
し
た
。
満
蒙
双
方
の
「
善
隣
友
好
の
特
殊
緊

密
關
係
」
は
そ
の
後
も
深
ま
り
、
三
九
年
九
月
、
聯
合
委
員
会
が
蒙
疆
聯
合
自
治
政
府
（
以
下
、
蒙
疆
政
権
）
に
発
展
的
解
消
を
遂
げ
る

四
六
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と
、
満
洲
国
は
外
務
局
長
官
蔡
運
升
を
そ
の
成
立
式
典
に
参
加
さ
せ
た
）
66
（

。

　

日
中
戦
争
勃
発
後
、
い
わ
ゆ
る
中
国
本
土
の
日
本
軍
占
領
地
域
で
も
、
一
九
三
七
年
一
二
月
に
北
京
で
中
華
民
国
臨
時
政
府
が
、
翌

三
八
年
三
月
に
上
海
で
中
華
民
国
維
新
政
府
が
成
立
し
た
。
満
洲
国
は
、
こ
れ
ら
の
政
権
と
も
代
表
を
交
換
し
た
。
臨
時
政
府
に
対
し

て
は
、
三
八
年
七
月
に
北
京
に
通
商
代
表
部
を
、
天
津
及
び
済
南
に
同
代
表
部
辦
事
処
を
設
置
し
、
維
新
政
府
に
対
し
て
は
、
三
九
年

三
月
に
上
海
通
商
代
表
部
を
、
同
年
六
月
に
南
京
に
同
代
表
部
辦
事
処
を
開
設
し
た
。
一
方
、
臨
時
・
維
新
両
政
府
も
こ
れ
に
呼
応
し
、

新
京
に
通
商
代
表
部
を
そ
れ
ぞ
れ
設
置
し
た
）
67
（

。

　

た
だ
し
、
満
洲
国
と
右
の
両
政
府
と
の
関
係
は
、
冀
東
政
権
（
三
八
年
二
月
に
臨
時
政
府
に
吸
収
）
と
の
関
係
と
異
な
り
、
通
商
代
表
の

交
換
だ
け
で
、「
正
式
之
承
認
關
係
）
68
（

」
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
関
東
軍
及
び
満
洲
国
政
府
が
、
中
国
将
来
の
統
治
体
制
は
「
聯
邦

體
制
と
分
治
合
作
體
制
と
を
以
て
最
適
と
な
す
）
69
（

」
と
考
え
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
上
記
の
各
政
府
が
自
治
を
行
な
い
つ
つ
、
中
央

政
府
の
統
制
に
服
し
、
主
要
権
限
を
そ
こ
に
委
譲
す
る
体
制
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
中
華
民
国
に
新
中
央
政
府
が
で
き
る
ま
で
、
満
洲
国

は
両
政
府
へ
の
承
認
を
控
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

満
洲
国
と
中
華
民
国
と
が
正
式
承
認
を
交
わ
す
の
は
、
汪
兆
銘
政
権
（
以
下
、
南
京
政
府
）
が
成
立
し
、
一
九
四
〇
年
一
一
月
三
〇
日
、

日
華
基
本
条
約
と
同
時
に
日
満
華
共
同
宣
言
が
締
結
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
宣
言
は
、「
三
國
相
互
ニ
其
ノ
本
然
ノ
特
質
ヲ
尊
重
シ

東
亞
ニ
於
テ
道
義
ニ
基
ク
新
秩
序
ヲ
建
設
ス
ル
ノ
共
同
ノ
理
想
ノ
下
ニ
善
隣
ト
シ
テ
緊
密
ニ
相
提
携
シ
以
テ
東
亞
ニ
於
ケ
ル
恆
久
的
平

和
ノ
樞
軸
ヲ
形
成
シ
之
ヲ
核
心
ト
シ
テ
世
界
全
般
ノ
平
和
ニ
貢
獻
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
」
す
る
と
前
文
で
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
満

華
三
国
は
「
相
互
ニ
其
ノ
主
權
及
領
土
ヲ
尊
重
ス
」
と
の
第
一
条
、
三
国
は
「
互
惠
ヲ
基
調
ト
ス
ル
三
國
閒
ノ
一
般
提
携
就
中
善
隣
友

四
七
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好
、
共
同
防
共
、
經
濟
提
携
」
を
実
行
す
る
と
の
第
二
条
、
三
国
は
宣
言
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
速
や
か
に
約
定
を
締
結
す
る
と
の
第
三

条
の
計
三
つ
を
定
め
て
い
た
）
70
（

。
満
洲
国
は
、
共
同
宣
言
案
の
協
議
と
そ
の
調
印
の
た
め
、
同
国
参
議
臧
式
毅
・
外
務
局
長
官
韋
煥
章
ら

を
南
京
に
派
遣
し
た
。
こ
の
協
議
の
席
上
、
韋
は
汪
に
対
し
、
宣
言
調
印
後
は
満
華
両
国
間
に
「
一
日
モ
早
ク
使
莭
ノ
交
換
ガ
實
現
サ

レ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
」
と
述
べ
た
）
71
（

。

　

汪
兆
銘
は
南
京
政
府
成
立
に
さ
き
だ
ち
、
一
九
三
九
年
六
月
に
来
日
し
て
首
相
近
衛
文
麿
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
政
府
主
要
閣
僚
と

の
会
談
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ
の
さ
い
、
汪
は
同
月
一
一
日
及
び
一
五
日
の
二
度
に
わ
た
り
、
近
衛
内
閣
の
陸
相
を
務
め
て
い
た
板
垣

と
会
談
し
た
。
そ
の
席
上
、
板
垣
が
満
洲
国
承
認
問
題
を
と
り
あ
げ
る
と
、
汪
は
「
日
本
と
和
平
を
志
す
以
上
滿
洲
國
は
承
認
の
外
は

な
い
と
深
く
覺
悟
を
し
て
居
る
」
と
答
え
た
）
72
（

。
そ
の
後
、
日
本
政
府
は
、
日
華
基
本
条
約
締
結
と
と
も
に
、
満
洲
事
変
勃
発
以
来
の
懸

案
事
項
で
あ
る
、
中
華
民
国
に
よ
る
「
滿
洲
國
承
認
問
題
ヲ
解
決
セ
ン
ト
ス
ル
方
針
）
73
（

」
を
決
定
し
、
日
満
華
共
同
宣
言
の
調
印
に
至
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

　

共
同
宣
言
調
印
後
、
満
華
両
国
は
正
式
に
外
交
使
節
を
交
換
し
た
。
一
九
四
一
年
一
月
、
満
洲
国
実
業
部
大
臣
・
同
民
生
部
大
臣
等

を
歴
任
し
た
呂
栄
寰
が
初
代
駐
華
満
洲
国
大
使
に
就
任
し
）
74
（

、
南
京
政
府
も
翌
二
月
、
維
新
政
府
外
交
部
次
長
等
を
務
め
た
廉
隅
を
初
代

駐
満
大
使
に
任
命
し
た
）
75
（

。
満
洲
国
は
大
使
派
遣
に
伴
っ
て
在
華
外
交
機
関
の
拡
充
も
行
な
い
、
同
年
一
〇
月
二
二
日
、
北
京
大
使
館
、

上
海
・
天
津
両
総
領
事
館
、
済
南
領
事
館
を
一
斉
に
開
設
し
た
。
こ
の
う
ち
、
北
京
大
使
館
は
「
我
國
と
特
殊
關
係
が
あ
る
華
北
政
務

委
員
會
〔
南
京
政
府
成
立
と
と
も
に
臨
時
政
府
を
改
組　
　

括
弧
内
は
、
樋
口
補
注
、
以
下
同
〕
と
の
聯
絡
」
に
あ
た
る
も
の
と
さ
れ
た
）
76
（

。
な

お
、
南
京
政
府
の
駐
満
大
使
館
開
設
と
と
も
に
臨
時
・
維
新
両
政
府
の
各
通
商
代
表
部
は
閉
鎖
さ
れ
た
）
77
（

。

四
八
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日
中
戦
争
下
の
満
華
関
係
の
特
質
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
、
相
手
国
の
主
権
を
相
互
承
認
す
る
国
家
同
士
の
対

等
関
係
で
あ
る
。
も
と
も
と
南
京
政
府
は
日
本
に
対
し
、
政
府
成
立
に
あ
た
っ
て
日
本
が
「
中
國
主
權
尊
重
の
原
則
」
を
認
め
る
よ
う

求
め
て
い
た
）
78
（

。
日
満
華
共
同
宣
言
の
第
一
条
は
、
南
京
政
府
の
こ
う
し
た
要
望
に
配
慮
し
、「
日
滿
閒
ニ
ハ
必
要
ナ
キ
モ
中
國
ノ
參
加
ス

ル
三
國
閒
ノ
宣
言
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
ル
ノ
意
義
ア
ル
）
79
（

」
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
。
宣
言
の
前
文
も
ま
た
、
同
様
の
観
点
か
ら

当
初
の
案
文
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
日
華
基
本
条
約
及
び
共
同
宣
言
の
案
文
は
、
一
九
四
〇
年
三
月
一
九
日
の
興
亜
院
会
議
決
定
で
、

興
亜
院
政
務
部
長
を
委
員
長
と
し
、
陸
軍
省
軍
務
局
軍
務
課
長
・
海
軍
省
軍
務
局
第
一
課
長
・
外
務
省
東
亜
局
第
一
課
長
ら
を
委
員
と

す
る
「
日
支
條
約
對
策
委
員
會
」
で
協
議
・
作
成
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
）
80
（

。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
興
亜
院
内
で
立
案
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
宣
言
案
）
81
（

は
、
日
満
華
三
国
は
「
東
亞
永
遠
ノ
平
和
ト
東
亞
民
族
最
大
ノ
榮
譽
ノ
タ
メ
ニ
、
完
全
ナ
ル
國
家
意
思
ノ
一
致
ニ
依
リ
茲
ニ

宣
言
ス
」
と
の
文
言
で
は
じ
ま
り
、「
日
滿
支
ヲ
通
ス
ル
各
民
族
ノ
道
德
、
文
化
、
經
濟
ノ
全
生
活
ノ
運
命
共
同
體
」
の
形
成
を
は
か
る

と
謳
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
三
国
の
連
合
組
織
と
し
て
の
国
際
秩
序
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
ら
の
国
家
主
権
を
相
対
化
し
た
「
民
族
生
活

秩
序
」
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
四
〇
年
六
月
一
二
日
の
興
亜
院
会
議
決
定
「
日
滿
支
共
同
宣
言
案
要
綱
（
案
）」
で

は
、
前
文
が
「
三
國
ガ
緊
密
ニ
相
提
携
シ
テ
道
義
ニ
立
脚
ス
ル
東
亞
ノ
新
秩
序
ヲ
確
立
シ
以
テ
永
遠
ノ
平
和
ヲ
保
持
セ
ン
）
82
（

」
と
さ
れ
、

主
権
の
相
対
化
に
関
す
る
表
現
が
後
退
し
て
い
る
。
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
前
文
は
、
こ
の
「
要
綱
」
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
南
京
政
府
は
満
洲
国
に
対
し
、
中
国
の
国
家
主
権
を
認
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
同
国
が
日
本
に
向
か
っ
て
も
独
立
・

主
権
国
家
の
立
場
で
対
等
外
交
を
展
開
す
る
よ
う
要
望
し
た
。
共
同
宣
言
案
を
め
ぐ
る
三
国
間
協
議
の
な
か
で
、
徐
良
は
韋
煥
章
に
対

四
九
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し
、「
中
華
民
國
ノ
外
交
政
策
ハ
由
來
獨
立
自
由
平
等
互
助
ヲ
以
テ
其
ノ
原
則
ト
ナ
シ
來
リ
タ
ル
處
今
ヤ
滿
洲
國
ガ
獨
立
自
由
ノ
精
神
ヲ

發
揮
シ
能
ク
新
國
家
ヲ
創
造
シ
然
モ
情
勢
上
中
日
兩
國
ト
平
等
互
助
ノ
必
要
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
リ
中
華
民
國
政
府
ハ
之
ニ
對
シ
自
ラ
同
情

ヲ
表
シ
今
後
相
互
ニ
誠
意
ヲ
以
テ
協
同
シ
永
久
ニ
提
携
ス
ベ
）
83
（

」
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
東
亜
新
秩
序
・
大
東
亜
共
栄
圏
下
で
の
国
際
関
係
の
進
展
に
あ
わ
せ
、
満
洲
国
が
外
交
機
関
の
再
改
組

を
行
な
っ
た
点
で
あ
る
。
満
洲
国
政
府
は
一
九
四
二
年
四
月
、「
我
國
外
交
陣
容
を
增
强
）
84
（

」
す
る
と
の
名
目
で
、
外
務
局
を
廃
止
し
て
外

交
部
を
復
活
し
、
同
部
大
臣
に
外
交
事
務
全
般
を
総
掌
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
四
三
年
九
月
、
外
交
部
次
長
か
ら
駐
華
満
洲
国
公
使
に

転
任
し
た
三
浦
武
美
が
南
京
赴
任
時
に
発
表
し
た
談
話
に
よ
る
と
、
同
人
の
三
年
間
の
次
長
在
任
中
「
滿
洲
國
の
外
交
は
飛
躍
的
に
强

化
さ
れ
、
外
務
局
が
外
交
部
に
昇
格
し
た
こ
と
で
、
軸
心
國
家
と
の
國
交
は
ま
す
ま
す
鞏
固
に
な
っ
た
）
85
（

」
と
し
、
そ
の
復
活
の
効
果
を

自
賛
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
外
務
局
及
び
外
交
部
の
内
部
機
構
を
比
較
す
る
と
、
両
者
間
に
大
差
は
な
く
、
む
し
ろ
「
積
極
的
重
點
主

義
」
を
と
る
と
の
理
由
か
ら
業
務
集
中
・
部
署
削
減
が
行
な
わ
れ
て
い
る
）
86
（

。
設
立
当
時
の
外
務
局
は
官
房
・
政
務
処
・
調
査
処
の
三
部

署
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
が
）
87
（

、
四
一
年
一
月
に
総
務
処
及
び
政
務
処
の
二
部
署
制
に
な
り
、
さ
ら
に
外
交
部
復
活
と
と
も
に
官
房
及
び

政
務
司
の
二
部
署
制
と
な
っ
た
）
88
（

。
外
務
局
総
務
処
及
び
外
交
部
大
臣
官
房
は
と
も
に
庶
務
・
文
書
・
交
際
の
三
科
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
の
で
、
両
者
は
事
実
上
同
じ
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
外
務
局
か
ら
外
交
部
へ
の
再
改
組
は
、
満
洲
国
の
外
交
政
策
刷
新
を
伴
う
と

い
う
よ
り
も
、「
外
交
部
」
の
名
称
を
復
活
さ
せ
、
外
交
主
務
長
官
が
外
交
を
管
掌
す
る
と
い
う
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
の
国
際
的
慣
例
に

則
り
、
満
洲
国
と
諸
外
国
と
の
外
交
関
係
を
円
滑
に
進
捗
さ
せ
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

満
華
関
係
の
第
二
の
特
質
は
、
外
交
の
実
務
レ
ベ
ル
に
お
い
て
両
国
の
交
流
は
活
発
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
満
洲
国
と
華
北
政
務
委

五
〇
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員
会
及
び
蒙
疆
政
権
と
の
交
流
の
ほ
う
が
盛
ん
だ
っ
た
点
で
あ
る
。
満
洲
国
と
「
唇
齒
關
係
」
が
あ
る
と
さ
れ
た
華
北
と
の
間
に
は
、

日
華
基
本
条
約
締
結
前
の
一
九
四
〇
年
三
月
、
同
国
民
生
部
と
臨
時
政
府
内
政
部
と
の
間
で
「
滿
華
百
斯
篤
及
虎
列
防
疫
暫
行
約
定
）
89
（

」

が
締
結
さ
れ
る
な
ど
、
独
自
の
関
係
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
南
京
政
府
成
立
後
も
、
華
北
政
務
委
員
会
委
員
長
王
克
敏
が
四
三
年
一
一

月
に
訪
満
す
る
な
ど
、
そ
の
関
係
が
継
続
し
た
）
90
（

。

　

南
京
政
府
か
ら
「
高
度
自
治
」
を
認
め
ら
れ
て
い
た
蒙
疆
政
権
で
も
、
徳
王
が
前
記
の
親
善
使
節
も
含
め
て
計
三
度
の
訪
満
を
す
る

な
ど
、
対
満
接
近
政
策
を
展
開
し
た
）
91
（

。
一
方
、
徳
王
は
、
満
洲
国
の
独
立
を
承
認
し
な
が
ら
蒙
疆
の
独
立
を
否
認
す
る
南
京
政
府
に
対

し
反
感
を
抱
い
て
い
た
。
蒙
疆
政
権
の
警
察
機
能
拡
充
を
名
目
に
南
京
政
府
の
許
可
な
く
軍
隊
増
設
を
企
て
る
徳
王
に
対
し
、
そ
の
行

動
に
制
限
を
加
え
る
よ
う
汪
が
日
本
に
依
頼
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
）
92
（

。

　

さ
ら
に
、
朝
鮮
・
満
洲
・
華
北
・
蒙
疆
の
「
大
陸
接
壤
地
域
閒
の
交
通
、
產
業
、
經
濟
の
綜
合
運
營
」
を
は
か
る
た
め
の
「
大
陸
聯

絡
會
議
」
が
一
九
四
二
年
四
月
か
ら
四
三
年
一
〇
月
に
か
け
て
計
四
回
行
わ
れ
た
）
93
（

。
こ
の
う
ち
、
第
一
回
会
議
が
大
連
で
開
催
さ
れ
て

以
降
、
北
京
・
京
城
・
新
京
の
順
番
で
開
催
地
を
持
ち
ま
わ
っ
た
。
華
北
・
蒙
疆
の
こ
う
し
た
対
満
自
主
外
交
と
も
い
う
べ
き
活
動
は
、

日
満
華
共
同
宣
言
が
「
精
神
結
合
的
表
現
）
94
（

」
と
評
価
さ
れ
な
が
ら
、
文
字
通
り
、
そ
れ
が
満
華
の
精
神
的
結
合
に
と
ど
ま
り
、
物
理
的

結
合
に
つ
い
て
は
、
満
洲
地
方
を
含
め
た
中
国
大
陸
内
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
む
し
ろ
中
央
政
府
よ
り
も
下
級
の
地
域
政
権
同
士
の
、
あ

る
い
は
そ
れ
を
相
手
と
す
る
結
び
つ
き
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
満
華
関
係
は
、
下
村
が
「
滿
華

兩
國
は
日
本
を
中
心
と
す
る
東
亞
の
兩
翼
と
し
て
不
可
分
の
共
同
體
的
關
係
）
95
（

」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
東
亜
新
秩
序
・
大
東
亜
共
栄
圏
下

で
の
連
合
組
織
形
成
の
た
め
の
象
徴
的
役
割
と
し
て
の
意
義
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

五
一
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一
九
四
一
年
一
二
月
の
太
平
洋
戦
争
勃
発
に
前
後
し
て
、
満
洲
国
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
も
相
次
い
で
承
認
を
受
け
た
。
こ
の
う

ち
、
タ
イ
と
の
間
に
は
、
一
九
四
一
年
八
月
五
日
に
正
式
国
交
を
開
い
た
）
96
（

。
そ
の
後
、
満
洲
国
は
四
三
年
八
月
二
日
に
ビ
ル
マ
、
一
〇

月
一
五
日
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
一
一
月
一
日
に
自
由
イ
ン
ド
仮
政
府
を
承
認
し
た
）
97
（

。
満
洲
国
の
在
外
公
館
も
、
タ
イ
及
び
ビ
ル
マ
で
の
設

置
が
進
め
ら
れ
た
。
満
洲
国
駐
タ
イ
公
使
館
は
四
二
年
夏
頃
に
開
設
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
満
洲
国
は
当
初
、
公
使
以
下
一
七
名
も

の
人
員
を
派
遣
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
駐
日
タ
イ
大
使
館
で
さ
え
大
使
以
下
六
名
を
数
え
る
に
過
ぎ
ず
、
日
本
外
務
省
か
ら
満
洲

国
に
対
し
、
満
泰
両
国
の
均
衡
を
保
つ
べ
く
、
派
遣
人
数
を
削
減
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
）
98
（

。
ま
た
、
駐
ビ
ル
マ
満
洲
国
公
使
は
駐
タ
イ

公
使
が
兼
務
し
た
が
、
満
洲
国
は
ヤ
ン
ゴ
ン
に
公
使
館
事
務
所
を
開
設
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ビ
ル
マ
方
面
の
戦
況
が
不
安
定
な

こ
と
を
理
由
に
、
こ
れ
も
日
本
側
か
ら
開
設
を
留
保
さ
れ
た
）
99
（

。

　

太
平
洋
戦
争
期
、
満
洲
国
が
東
南
ア
ジ
ア
に
向
か
っ
て
積
極
外
交
を
展
開
す
る
一
方
、
日
本
の
戦
線
が
南
方
に
伸
び
、
大
東
亜
共
栄

圏
の
区
域
も
拡
大
す
る
な
か
で
、
圏
内
の
満
洲
国
の
存
在
意
義
は
低
下
し
た
。
欧
米
の
植
民
地
下
に
あ
っ
た
「
南
方
圈
の
大
東
亞
復
歸

後
、
滿
洲
國
の
重
要
性
は
い
さ
さ
か
輕
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）
100
（

」
と
懸
念
さ
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、

満
洲
国
は
、「
我
國
の
民
族
協
和
は
、
實
に
大
東
亞
各
國
の
共
存
共
榮
方
式
で
あ
り
、
す
で
に
そ
の
先
驅
的
使
命
を
完
成
さ
せ
た
」
と
す

る
共
栄
圏
内
の
モ
デ
ル
国
家
と
し
て
の
意
識
よ
り
も
、「
戰
略
的
價
値
と
し
て
の
「
北
邊
鎭
護
」
と
兵
站
任
務
と
し
て
の
「
產
業
開
發
」

の
二
大
工
作
）
101
（

」
を
圏
内
で
担
当
し
て
い
る
と
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
。
南
京
政
府
の
駐
満
大
使
陳
濟
成
（
四
三
年
二
月

着
任
）
も
ま
た
、
南
京
政
府
の
参
戦
二
周
年
に
あ
た
る
四
五
年
一
月
九
日
の
ラ
ジ
オ
演
説
の
な
か
で
、「
貴
國
は
今
日
、
す
で
に
大
東
亞

戰
爭
後
方
の
有
力
基
地
の
一
つ
で
あ
る
）
102
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
満
洲
国
は
、
日
本
の
戦
争
遂
行
の
た
め
の
兵
站
基
地
的
役
割

五
二
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を
担
い
つ
つ
も
、
い
わ
ば
「
脱
日
本
の
た
め
の
日
本
化
）
103
（

」
と
い
う
べ
き
姿
勢
を
と
り
、
共
栄
圏
内
全
体
の
な
か
で
の
対
外
的
発
言
力
を

高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
主
権
の
完
整
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
満
洲
国
が
あ
っ
て
こ
そ
、
日
本
は
、
東
亜
新
秩
序
、
さ
ら
に
は

大
東
亜
共
栄
圏
を
統
合
す
る
た
め
の
理
念
を
研
磨
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
共
栄
圏
の
範
囲
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
満
洲
国
は

「
全
東
亞
之
模
範
）
104
（

」
と
し
て
の
役
目
を
終
え
、
圏
内
の
一
独
立
国
家
と
し
て
自
他
と
も
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

満
洲
国
の
対
ア
ジ
ア
外
交
か
ら
大
東
亜
共
栄
圏
の
構
造
的
特
質
を
み
る
と
き
、
そ
れ
は
、
二
つ
の
要
素
を
兼
ね
備
え
て
い
た
。
一
方

は
、
日
本
が
理
想
と
す
る
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
日
本
を
中
心
と
し
て
国
家
主
権
を
相
対
化
し
な
が
ら
結
合
す
る
階
層
的
地
域
共
同
体
を
構

築
す
る
動
き
、
他
方
は
、
日
本
以
外
の
共
栄
圏
構
成
国
が
希
望
す
る
、
独
立
・
主
権
国
家
の
連
合
組
織
と
し
て
の
国
際
社
会
を
形
成
す

る
動
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
見
す
る
と
、
共
栄
圏
の
様
態
を
め
ぐ
る
理
想
と
現
実
、
ま
た
は
日
本
と
他
国
と
の
対
立
に
み
え
る
。

し
か
し
、
二
つ
の
要
素
は
相
互
補
完
的
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
共
栄
圏
内
の
諸
国
は
、
日
本
の
後
援
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
成
立
さ
え
困

難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
国
家
が
日
本
の
「
傀
儡
」
と
さ
れ
る
の
は
、
何
よ
り
も
、
日
本
の
支
持
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
対
内
主
権
を
行

使
で
き
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
対
内
主
権
を
め
ぐ
る
脆
弱
性
を
、
対
外
主
権
の
行
使
に
よ
っ
て
挽
回
し
よ
う

と
し
た
。
国
家
と
し
て
相
互
承
認
し
、
か
つ
使
節
を
交
換
し
あ
う
こ
と
で
、
彼
ら
は
独
立
・
主
権
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
外
交
面
か
ら

整
え
た
。
そ
し
て
、
満
洲
国
が
日
満
の
「
一
德
一
心
」
を
強
調
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
最
終
的
に
日
本
本
国
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
、

ひ
い
て
は
天
皇
を
共
栄
圏
統
合
の
首
長
・
象
徴
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
国
家
の
成
立
に
直
接
関
与
し
た
関
東
軍
等
の
現
地
軍
を
抑

五
三
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え
、
対
内
主
権
を
も
完
整
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
た
。
片
倉
は
関
東
軍
在
勤
時
代
、
満
洲
国
を
日
満
一
体
の
「
不
可
分
の
獨
立
国
」
と
す

る
彼
自
身
の
主
張
に
対
抗
し
、
独
立
国
家
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
同
国
日
系
官
吏
の
動
き
を
「
滿
洲
獨
善
主
義
）
105
（

」
と
非
難
し
た
。

さ
ら
に
ビ
ル
マ
駐
屯
当
時
も
、
バ
モ
ー
政
権
の
同
様
の
動
き
を
「
中
央
依
存
主
義
）
106
（

」
と
し
て
批
判
し
た
。

　

満
洲
国
は
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
特
質
を
め
ぐ
る
右
の
二
重
性
が
最
も
如
実
に
反
映
さ
れ
た
国
家
だ
っ
た
。
満
洲
国
は
建
国
当
初
、
日

本
の
対
ア
ジ
ア
政
策
の
理
想
像
を
体
現
す
る
モ
デ
ル
国
家
と
し
て
の
性
格
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、「
滿
洲
國
內
の
各
民
族
が
、
も
し

民
族
協
和
の
眞
價
を
實
現
で
き
れ
ば
、
同
じ
民
族
を
包
含
す
る
東
亞
各
國
の
民
族
も
、
次
第
に
互
相
扶
助
・
互
謀
繁
榮
の
組
織
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
）
107
（

」
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
満
洲
国
の
な
か
に
も
、
前
記
の
日
系
官
吏
の
よ
う
に
、
民
族
協
和
の
理

念
を
も
う
一
歩
推
し
進
め
、
日
本
人
を
含
め
た
在
満
諸
民
族
が
渾
然
一
体
化
し
た
「
満
洲
国
民
」
を
創
出
し
、
日
本
本
国
と
精
神
的
に

同
調
し
な
が
ら
も
、
物
理
的
側
面
の
権
力
行
使
に
つ
い
て
独
自
の
意
思
を
も
ち
、
対
日
関
係
で
も
対
等
性
を
有
す
る
独
立
・
主
権
国
家

を
確
立
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
東
亜
新
秩
序
か
ら
大
東
亜
共
栄
圏
へ
と
地
域
的
範
囲
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
域
内

諸
国
か
ら
相
次
い
で
承
認
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
満
洲
国
は
、
モ
デ
ル
国
家
と
し
て
の
存
在
意
義
を
喪
失
す
る
反
面
、
独
立
・
主
権

国
家
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
記
述
を
踏
ま
え
て
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
大
東
亜
共
栄
圏
は
、
朝
貢
シ
ス
テ
ム
な
ど
と
い
わ
れ
る
、
ア
ジ
ア
前
近
代
の

階
層
的
国
際
秩
序
と
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
ジ
ア
に
定
着
し
た
非
階
層
的
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
と
の
橋
渡
し
役
を
結
果
的
に
果
た
し

た
。
で
は
、
共
栄
圏
崩
壊
直
前
に
あ
ら
わ
れ
た
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
の
萌
芽
と
戦
後
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
と
は
い
か
に
連
続
ま
た
は
断
絶

す
る
の
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
は
国
民
国
家
の
集
合
体
で
あ
る
が
、
ア
ジ
ア
の
そ
れ
も
同
様
の
性
格
を
持
つ
の
か
、

五
四
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そ
れ
と
も
ア
ジ
ア
特
有
の
性
質
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
す
る
解
答
は
、
大
戦
終
結
と
と
も
に
消
滅
し
た
満
洲
国
に
注
目
し

て
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
得
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
戦
中
期
の
「
対
日
協
力
者
」
が
戦
後
の
「
解
放
者
」「
指
導
者
」
と
な
っ
た
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
の
戦
後
国
際
秩
序
へ
の
参
画
に
向
け
た
動
き
に
注
目
す
る
ほ
か
は
な
い
。
ひ
と
ま
ず
は
擱
筆
し
、
別
稿
を
準
備
す
る
こ
と

に
し
よ
う
。

註（
1
）　

小
濱
繁
『
滿
洲
國
外
交
十
年
史
』（
大
学
書
房
、
一
九
四
二
年
）

二
頁
。
な
お
、
小
濱
は
当
時
、
満
洲
国
外
交
部
大
臣
官
房
勤
務
の
事

務
官
で
あ
る
。

（
2
）　

H
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
著
、
斎
藤
眞
・
深
谷
満
雄
訳
『
外
交
』（
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
）
一
二
二
〜
一
二
六
頁
。

（
3
）　

へ
ド
リ
ー
・
ブ
ル
著
、
臼
杵
英
一
訳
『
国
際
社
会
論　
　

ア
ナ
ー

キ
カ
ル
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
九
〜
二
一

頁
。

（
4
）　

謝
介
石
「
訪
日
に
際
し
所
感
を
述
ぶ
」、『
外
交
時
報
』
第
七
二

八
号
、
一
九
三
五
年
。

（
5
）　

満
洲
国
外
交
の
概
括
に
つ
い
て
は
、
塚
瀬
進
『
満
洲
国　
　
「
民

族
協
和
」
の
実
像
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
一
三
九
〜
一
六

五
頁
を
参
照
。
満
洲
国
の
独
自
性
を
重
ん
じ
て
同
国
の
具
体
的
外
交

活
動
を
考
察
し
た
研
究
に
、
森
田
光
博
「「
満
洲
国
」
の
対
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
外
交
」（
一
）（
二
・
完
）（『
成
城
法
学
』
第
七
五
〜
七
六
号
、
二

〇
〇
七
年
）、
拙
稿
「
満
洲
国
「
建
国
神
廟
」
創
設
を
め
ぐ
る
政
治
過

程
」（『
東
洋
学
報
』
第
九
三
巻
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。

ま
た
、
満
洲
国
の
外
政
機
構
と
そ
の
人
事
を
分
析
し
た
研
究
に
、
中

見
立
夫
「
満
洲
国
の
〝
外
務
省
〞　　

そ
の
組
織
と
人
事
」（
江
夏
由

樹
他
編
『
近
代
中
国
東
北
地
域
史
研
究
の
新
視
角
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。

（
6
）　

本
稿
で
い
う
ア
ジ
ア
諸
国
と
は
、
ア
ジ
ア
域
内
で
排
他
的
主
権

を
有
す
る
独
立
国
家
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
汪
兆
銘
政
権
や
ビ
ル
マ

の
バ
モ
ー
政
権
な
ど
、
一
九
三
〇
〜
四
〇
年
代
に
日
本
の
影
響
下
に

誕
生
し
た
親
日
政
権
を
も
含
む
。

（
7
）　

日
本
政
治
問
題
調
査
所
行
政
調
査
部
編
『
滿
洲
行
政
經
濟
年
報

　

昭
和
十
八
年
』（
一
九
四
三
年
）
四
一
〜
四
二
頁
。

五
五
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（
8
）　

日
本
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
独
立
・
自
治
の
許
与
と
い

う
問
題
か
ら
大
東
亜
共
栄
圏
の
特
質
を
分
析
し
た
近
年
の
研
究
に
、

波
多
野
澄
雄
『
太
平
洋
戦
争
と
ア
ジ
ア
外
交
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
六
年
）、
河
西
晃
祐
『
帝
国
日
本
の
拡
張
と
崩
壊　
　
「
大
東

亜
共
栄
圏
」
へ
の
歴
史
的
展
開
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二

年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
大
東
亜
共
栄
圏
を
経
済
圏
構
想
の
一
つ
と
し

て
理
解
し
た
研
究
に
、
安
達
宏
昭
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想

　
　

圏
内
産
業
と
大
東
亜
建
設
審
議
会
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三

年
）
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
秩
序
と
し
て
の
性
格

は
、
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
相
互
作
用
の
な
か
か
ら
、
流
動

性
を
も
ち
つ
つ
、
定
ま
っ
て
い
た
と
す
る
英
文
の
研
究
に
、Jerem

y 
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が

あ
る
。

（
9
）　

一
九
四
一
年
一
二
月
、
満
洲
国
外
務
局
総
務
処
長
何
春
魁
「
康

德
八
年
我
國
外
交
之
囘
顧
」、
初
国
卿
編
『
僞
滿
洲
國
期
刊
匯
編　

三

　

國
際
時
報
』（
線
装
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）
第
一
一
巻
所
収
の
外
務

局
編
『
國
際
時
報
』
第
五
巻
一
二
号
。
以
下
、『
國
際
時
報
』
所
収
史

料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
〈『
時
報
』
一
一
―
一
九
四
一
―
五
―
一

二
〉
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
な
お
、『
國
際
時
報
』
の
前
身
で
あ
る
外

交
部
通
商
司
編
『
國
際
通
商
時
報
』（
前
掲
『
僞
滿
洲
國
期
刊
匯
編　

三
』
収
録
）
は
、『
通
商
時
報
』
と
略
記
す
る
。

（
10
）　

下
村
信
貞
「
滿
洲
國
の
外
交
と
そ
の
使
命
」、
満
洲
産
業
調
査
会

編
『
滿
洲
國
政
指
導
綜
覽　

康
德
十
一
年
度
版
』（
一
九
四
四
年
）
三

六
七
頁
。

（
11
）　

国
務
院
総
務
庁
情
報
処
編
『
滿
洲
國
大
系
（
日
文
）　

第
三
十
一

輯　

外
交
』（
一
九
三
六
年
）
五
頁
。

（
12
）　

外
交
部
宣
化
司
長
川
崎
寅
雄
「
建
國
以
降
に
於
け
る
外
交
關
係

槪
況
」
三
頁
、
国
務
院
総
務
庁
情
報
処
編
『
滿
洲
國
大
系
（
日
文
）　

第
二
十
二
輯　

外
交
（
康
德
元
年
度
版
）』（
一
九
三
五
年
）
三
頁
。

（
13
）　

前
掲
註
（
1
）
小
濱
書
、
二
五
〜
二
六
頁
。

（
14
）　

飯
島
み
ど
り
「
あ
る
「
親
日
国
」
の
誕
生　
　
「
満
洲
国
」
問
題

と
一
九
三
〇
年
代
エ
ル
・ 

サ
ル
バ
ド
ル
外
交
の
意
図
（
そ
の
一
）」、

『
岐
阜
大
学
教
養
部
研
究
報
吿
』
第
三
二
号
、
一
九
九
五
年
。

（
15
）　

前
掲
註
（
5
）
塚
瀬
書
、
一
五
二
頁
。

（
16
）　

川
崎
寅
雄
「
覚
書
」、
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
「
川
崎
寅
雄

關
係
文
書
」
三
―
三
。

（
17
）　

一
九
四
〇
年
四
月
、
外
務
局
次
長
田
代
重
徳
発
総
務
長
官
星
野

直
樹
宛
外
政
秘
第
二
二
七
号
、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
外
務
省
記
録

「
在
本
邦
各
國
公
館
關
係
雜
件　

滿
洲
國
ノ
部
」（
以
下
、「
滿
洲
國
ノ

部
」
と
略
記
）。

（
18
）　

前
掲
註
（
1
）
小
濱
書
、
一
六
一
頁
。

五
六
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（
19
）　

謝
介
石
「
滿
洲
國
の
外
交
經
過
」、
国
務
院
総
務
庁
情
報
処
編

『
滿
洲
國
大
系
（
日
文
）　

第
十
一
輯　

外
交
』（
一
九
三
四
年
）
一
三

頁
。

（
20
）　

前
掲
註
（
11
）『
滿
洲
國
大
系
（
日
文
）　

第
三
十
一
輯
』
二
五

頁
。

（
21
）　

満
洲
帝
国
政
府
編
『
滿
洲
建
國
十
年
史
』（
原
書
房
、
一
九
六
九

年
）
八
八
頁
。

（
22
）　

一
九
三
五
年
五
月
二
〇
日
、
駐
満
大
使
南
次
郎
発
外
相
広
田
弘

毅
宛
第
四
八
一
号
、
前
掲
註
（
17
）「
滿
洲
國
ノ
部
」。

（
23
）　

前
掲
註
（
12
）『
滿
洲
國
大
系
（
日
文
）　

第
二
十
二
輯
』
二
五

頁
。
こ
の
ほ
か
、
京
城
と
新
潟
に
も
満
洲
国
の
名
誉
領
事
館
が
後
日

設
置
さ
れ
た
（
前
掲
註
（
21
）『
滿
洲
建
國
十
年
史
』
八
八
〜
八
九

頁
）。

（
24
）　

一
九
三
四
年
七
月
四
日
、
駐
満
大
使
菱
刈
隆
発
広
田
宛
第
八
六

五
号
、
前
掲
註
（
17
）「
滿
洲
國
ノ
部
」。

（
25
）　
『
通
商
時
報
』
二
―
一
九
三
五
―
三
三
・
三
四
（
通
巻
）、
一
四

〜
一
五
頁
。

（
26
）　

国
務
院
総
務
庁
情
報
処
編
『
滿
洲
建
國
五
年
小
史
』（
一
九
三
七

年
）
二
五
五
頁
。

（
27
）　
「
滿
蒙
會
議
決
裂
」、
日
本
国
際
協
会
編
『
國
際
知
識
』
第
一
六

巻
二
号
、
一
九
三
六
年
。
な
お
、
満
洲
里
会
議
に
関
す
る
専
論
と
し

て
マ
ン
ダ
フ
・
ア
リ
ウ
ン
サ
イ
ハ
ン
「
満
州
里
会
議
に
関
す
る
一
考

察
」（『
一
橋
論
叢
』
第
一
三
四
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
会
議
の
席
上
、
満
洲
国
が
国
境
処
理
問
題
の

解
決
に
と
ど
ま
ら
ず
、
秩
序
関
係
樹
立
を
求
め
て
強
硬
姿
勢
を
と
っ

た
こ
と
が
モ
ン
ゴ
ル
側
の
反
発
を
招
き
、
決
裂
に
至
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
満
蒙
国
境
画
定
交
渉
は
一
九
四
一
年
一
〇
月
一
五
日
、
満
蒙

両
全
権
代
表
が
ハ
ル
ビ
ン
で
会
合
の
う
え
、
諸
文
書
に
調
印
し
、
さ

ら
に
共
同
声
明
を
発
表
し
た
こ
と
で
、
妥
結
し
た
（
前
掲
註
（
1
）

小
濱
書
、
二
一
八
頁
）。

（
28
）　

前
掲
註
（
5
）
塚
瀬
書
、
一
五
一
〜
一
五
四
頁
。

（
29
）　

前
掲
註
（
21
）『
滿
洲
建
國
十
年
史
』
八
九
〜
九
〇
頁
。

（
30
）　

前
掲
註
（
1
）
小
濱
書
、
一
二
五
頁
。

（
31
）　

前
掲
註
（
1
）
小
濱
書
、
八
四
頁
、
一
二
二
〜
一
三
六
頁
。

（
32
）　

前
掲
註
（
21
）『
滿
洲
建
國
十
年
史
』
一
二
九
頁
。

（
33
）　

一
九
三
七
年
三
月
一
七
日
、
駐
満
大
使
植
田
謙
吉
発
外
相
佐
藤

尚
武
宛
第
一
八
八
号
、
外
務
省
記
録
「
諸
外
國
官
制
關
係
雜
件
」
第

一
巻
。
同
年
四
月
一
日
、
植
田
発
佐
藤
宛
第
一
九
二
号
、
同
上
。

（
34
）　

陸
軍
省
軍
務
課
「
自
昭
和
七
年
三
月
至
昭
和
十
二
年
三
月　

滿

洲
國
關
係
重
要
事
項
記
錄
」、
憲
政
資
料
室
蔵
「
片
倉
衷
關
係
文
書
」

Ｒ
一
五
―
二
四
八
。

（
35
）　

前
掲
註
（
21
）『
滿
洲
建
國
十
年
史
』
一
二
八
頁
。

五
七
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東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
二
巻
　

第
一
号

（
36
）　

一
九
三
八
年
九
月
、
満マ

マ国
国
務
院
総
務
庁
「
滿
洲
國
政
治
組
織

の
槪
況
」、『
偕
行
社
記
事
』
第
七
六
八
号
。

（
37
）　

辻
正
信
（
当
時
、
関
東
軍
参
謀
部
付
）
宛
片
倉
書
翰
控
、「
書
翰

控
」、
前
掲
註
（
34
）「
片
倉
衷
關
係
文
書
」
Ｒ
八
―
一
九
七
。

（
38
）　

前
掲
註
（
5
）
拙
稿
。

（
39
）　

前
掲
註
（
34
）「
滿
洲
國
關
係
重
要
事
項
記
錄
」。

（
40
）　

前
掲
註
（
2
）
ニ
コ
ル
ソ
ン
書
、
七
頁
。

（
41
）　

前
掲
註
（
3
）
ブ
ル
書
、
二
〇
三
頁
。

（
42
）　

一
九
三
四
年
八
月
二
日
、
阪
谷
希
一
（
当
時
、
満
洲
国
協
和
会

中
央
事
務
局
次
長
）
宛
片
倉
書
翰
控
、「
書
翰
控
」、
前
掲
註
（
34
）

「
片
倉
衷
關
係
文
書
」
Ｒ
八
―
一
九
六
。

（
43
）　

一
九
三
六
年
九
月
一
五
日
、
石
原
莞
爾
宛
片
倉
書
翰
控
、「
書
翰

控
」、
同
上
、
Ｒ
八
―
二
〇
〇
。

（
44
）　

片
倉
衷
「
ビ
ル
マ
戰
陣
隨
錄
」（
同
上
、
Ｒ
九
六
―
一
三
〇
六
）

一
九
四
二
年
九
月
三
〇
日
条
。

（
45
）　

本
稿
で
「
精
神
的
」「
物
理
的
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
き
、

権
力
に
関
す
る
C
・
E
・
メ
リ
ア
ム
の
次
の
定
義
を
参
考
に
し
て
い

る
。「
権
力
の
常
套
手
段
は
、
信
仰
せ
ら
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
、

す
な
わ
ち
ク
レ
デ
ン
タ
と
、
讃
嘆
せ
ら
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
、

す
な
わ
ち
ミ
ラ
ン
ダ
と
で
自
分
を
飾
り
た
て
る
こ
と
で
あ
る
。
い
か

な
る
権
力
と
い
え
ど
も
、
物
理
的
な
力
に
依
存
す
る
だ
け
で
は
自
己

を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
正
義
を
つ
く
り
出
す
力
は
、

た
ん
な
る
腕
力
と
は
異
な
っ
た
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」〔
Ｃ
・

Ｅ
・
メ
リ
ア
ム
著
、
斎
藤
眞
・
有
賀
弘
訳
『
政
治
権
力　
　

そ
の
構

造
と
技
術
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）
上
、
一
四
七
頁
〕。

（
46
）　

東
一
朗
『
新
支
那
建
設
に
關
し
日
滿
支
朝
野
の
再
反
省
を
促
が

す
』（
満
洲
評
論
社
、
一
九
三
八
年
）
五
〜
二
一
頁
。
な
お
、「
東
一

朗
」
は
片
倉
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
本
書
は
、「
片
倉
衷
關
係
文
書
」（
Ｒ

一
五
―
二
六
五
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
47
）　

前
掲
註
（
44
）
に
同
じ
。

（
48
）　

前
掲
註
（
44
）
片
倉
「
ビ
ル
マ
戰
陣
隨
錄
」
一
九
四
三
年
六
月

一
七
日
条
。

（
49
）　

石
丸
志
都
磨
「
滿
洲
國
々
政
刷
新
ニ
關
ス
ル
緊
急
綱
目
」、
憲
政

資
料
室
蔵
「
石
丸
志
都
磨
關
係
文
書
」
四
八
。

（
50
）　

岩
波
講
座
『
現
代
』
別
巻
2
「
各
国
別
世
界
の
現
勢
2
」（
岩
波

書
店
、
一
九
六
四
年
）
II
、
四
二
八
〜
四
二
九
頁
。

（
51
）　

一
九
三
九
年
一
〇
月
五
日
、
毛
利
冨
一
「
日
滿
兩
國
一
體
不
可

分
關
係
ノ
定
立
方
策
」、
憲
政
資
料
室
蔵
「
眞
崎
甚
三
郞
文
書
」
Ｒ
六

七
―
二
三
七
七
。

（
52
）　

川
崎
寅
雄
「
ラ
ジ
オ
放
送
原
稿
ノ
ー
ト
」、
前
掲
註
（
16
）「
川

崎
寅
雄
關
係
文
書
」
三
―
六
。
こ
の
ほ
か
、
何
春
魁
も
一
九
四
〇
年

四
月
八
日
の
新
潟
で
の
講
演
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

五
八
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大
東
亜
共
栄
圏
と
満
洲
国
外
交
　
　
樋
口

「
普
通
の
國
際
關
係
は
大
體
物
質
に
立
脚
し
て
考
へ
ら
れ
る
」
が
、

「
滿
洲
國
と
日
本
と
の
關
係
は
普
通
の
國
際
的
關
係
で
な
く
還
元
さ
れ

な
い
、
別
れ
が
た
い
關
係
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
普
通
の
國
際
關
係

で
な
い
と
申
し
ま
す
と
普
通
の
國
際
的
關
係
は
大
體
物
質
に
立
脚
し

て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
甲
の
國
か
ら
乙
の
國
に
物

質
の
利
益
を
與
へ
れ
ば
ど
う
し
て
も
乙
の
國
も
そ
れ
だ
け
の
利
益
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
、
倂
し
滿
洲
國
と
日
本
と
の
關

係
は
こ
の
物
質
關
係
を
超
越
し
た
、
精
神
的
な
關
係
で
あ
り
ま
す
」

〔
何
春
魁
「
滿
洲
國
の
內
政
と
外
交
」、
日
本
電
報
通
信
社
編
『
日
滿

一
體
の
姿
』（
一
九
四
〇
年
）
三
六
七
頁
〕。

（
53
）　 

前
掲
註
（
16
）
に
同
じ
。

（
54
）　

こ
の
時
期
の
冀
東
政
権
の
対
満
外
交
は
、
広
中
一
成
『
冀
東
政

権
と
日
中
関
係
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
）
七
五
〜
一
〇
〇
頁
を

参
照
。

（
55
）　
「
滿
洲
國
・
冀
東
政
府
脩
好
」、
前
掲
註
（
27
）『
國
際
知
識
』
第

一
六
巻
二
号
。

（
56
）　
『
外
交
時
報
』
第
七
五
四
号
（
一
九
三
六
年
五
月
）
一
九
二
〜
一

九
三
頁
。

（
57
）　

防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
書
館
（
以
下
、
防
研
）
蔵
「
昭
和
九
年

　

陸
滿
密
綴
」
第
一
七
号
。

（
58
）　

宮
田
天
堂
『
冀
東
政
權
大
祕
錄
通
州
事
件
一
週
年
を
迎
へ
て
』

（
宮
田
天
堂
、
一
九
三
八
年
）
三
〜
四
頁
。

（
59
）　

三
島
延
夫
「
哈
爾
濱
總
領
事
大
橋
忠
一
小
論
」、『
新
天
地
』
第

一
一
年
一
二
号
、
一
九
三
一
年
。

（
60
）　

大
橋
忠
一
「
遙
か
に
祖
國
に
寄
す
」、『
文
藝
春
秋
』
第
一
六
巻

一
号
、
一
九
三
八
年
。

（
61
）　

大
橋
忠
一
「
米
國
よ
り
見
た
る
日
本
及
び
日
本
人
（
二
）」、『
ア

カ
ツ
キ
』
第
四
巻
六
号
、
一
九
二
九
年
。

（
62
）　

大
橋
忠
一
「
亞
細
亞
の
運
命
と
民
族
協
和
」、
治
安
部
参
謀
司
第

二
課
編
『
鐵
心
』
一
九
三
八
年
七
月
号
。

（
63
）　

一
九
三
二
年
八
月
、
片
倉
衷
「
申
送
事
項
」、「
書
翰
控
」、
前
掲

註
（
34
）「
片
倉
衷
關
係
文
書
」
Ｒ
七
―
一
九
〇
。

（
64
）　

前
掲
註
（
1
）
小
濱
書
、
二
二
九
頁
。

（
65
）　

一
九
三
七
年
六
月
二
五
日
「
太
原
綏
署
呈
報
德
王
與
殷
汝
耕
所

訂
防
共
協
定
及
攻
守
同
盟
內
容
之
有
電
」、
泰
孝
儀
主
編
『
中
華
民
國

重
要
史
料
初
編　
　

対
日
抗
戰
時
期　

第
六
編　

傀
儡
組
織
』（
中
国

国
民
党
中
央
委
員
会
党
史
委
員
会
、
一
九
八
一
年
。
以
下
、『
傀
儡
組

織
』
と
略
記
）
第
二
冊
、
二
一
〇
頁
。

（
66
）　

前
掲
註
（
1
）
小
濱
書
、
二
三
三
〜
二
三
四
頁
。

（
67
）　

前
掲
註
（
1
）
小
濱
書
、
二
三
〇
〜
二
三
二
頁
。

（
68
）　
「
滿
洲
國
與
華
北
之
關
係
」、『
時
報
』
六
―
一
九
四
〇
―
四
―

二
。

五
九
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東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
二
巻
　

第
一
号

（
69
）　
「
中
華
民
國
政
府
聯
合
委
員
會
成
立
」、『
時
報
』
三
―
一
九
三
八

―
二
―
一
〇
。

（
70
）　

外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書　

日
中
戦
争
』
第
二
冊
（
外
務
省
、

二
〇
一
一
年
）、
第
五
八
四
文
書
。

（
71
）　

一
九
四
〇
年
一
一
月
九
日
、
駐
華
日
本
大
使
館
参
事
官
日
高
信

六
郎
発
外
務
省
条
約
局
長
松
本
俊
一
宛
電
報
、
前
掲
註
（
70
）『
日
本

外
交
文
書　

日
中
戦
争
』
第
二
冊
、
第
五
八
一
文
書
。

（
72
）　

一
九
三
九
年
六
月
一
一
日
「
板
垣
陸
相
、
汪
會
談
要
領
」、
六
月

一
五
日
「
板
垣
陸
相
、
汪
第
二
次
會
談
要
領
」、
外
務
省
記
録
「
支
那

事
變
關
係
一
件
」
第
六
巻
。
影
佐
禎
昭
「
曾
走
路
我
記
」、
臼
井
勝
美

編
『
現
代
史
資
料
13　

日
中
戦
争
5
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
六

年
）
三
七
一
頁
。

（
73
）　

一
九
四
〇
年
六
月
一
四
日
、
陸
軍
次
官
阿
南
惟
幾
発
関
東
軍
参

謀
長
飯
村
穣
宛
陸
満
密
第
五
六
二
号
、
防
研
蔵
「
昭
和
十
五
年　

陸

滿
密
大
日
記
」
第
一
九
冊
。

（
74
）　
「
我
駐
華
大
使
捧
呈
國
書
」、『
時
報
』
九
―
一
九
四
一
―
五
―

五
。

（
75
）　
「
廉
大
使
捧
呈
國
書
」、
同
右
。

（
76
）　
「
政
府
擴
充
駐
華
外
交
機
關
」、『
時
報
』
一
〇
―
一
九
四
一
―
五

―
一
一
。

（
77
）　
「
林
耕
宇
代
表
歸
國
」、『
時
報
』
七
―
一
九
四
〇
―
四
―
四
。

「
林
代
表
離
滿
歸
國
」、『
時
報
』
九
―
一
九
四
一
―
五
―
六
。

（
78
）　

一
九
三
九
年
一
二
月
一
八
日
、
梅
機
関
「
中
國
主
權
尊
重
原
則

其
の
他
中
國
側
希
望
申
入
に
對
す
る
日
支
閒
文
書
往
復
經
緯
」、
前
掲

註
（
72
）『
現
代
史
資
料
13
』
三
一
六
頁
。

（
79
）　

前
掲
註
（
71
）
に
同
じ
。

（
80
）　

一
九
四
〇
年
三
月
一
九
日
、
興
亜
院
会
議
決
定
「
日
支
新
條
約

ニ
關
ス
ル
件
」、
外
務
省
記
録
「
支
那
事
變
關
係
一
件
」
第
二
七
巻
。

（
81
）　
「
大
日
本
帝
國
、
滿
洲
帝
國
及
中
華
民
國
ノ
共
同
宣
言
案
」、
憲

政
資
料
室
蔵
「
毛
里
英
於
菟
關
係
文
書
」
八
〇
。
こ
の
史
料
の
作
成

者
・
作
成
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
毛
里
は
一
九
三
八
年
一
二
月
か

ら
四
一
年
五
月
ま
で
興
亜
院
経
済
部
第
一
課
長
を
務
め
て
い
る
。

（
82
）　

前
掲
註
（
70
）『
日
本
外
交
文
書　

日
中
戦
争
』
第
二
冊
、
第
五

七
〇
文
書
。

（
83
）　

一
九
四
〇
年
一
二
月
、
阿
部
信
行
「
日
華
條
約
締
結
ニ
關
ス
ル

復
命
報
吿
書
」、
前
掲
註
（
70
）『
日
本
外
交
文
書　

日
中
戦
争
』
第

二
冊
、
第
五
八
六
文
書
。

（
84
）　
「
外
務
局
廢
止
新
設
外
交
部
」、『
時
報
』
一
二
―
一
九
四
二
―
六

―
五
。

（
85
）　
「
政
府
派
三
浦
外
次
爲
駐
南
京
公
使
」、『
時
報
』
一
三
―
一
九
四

三
―
七
―
九
。

（
86
）　
「
外
務
局
機
構
改
革
」、『
時
報
』
九
―
一
九
四
一
―
五
―
一
。
た

六
〇



61

大
東
亜
共
栄
圏
と
満
洲
国
外
交
　
　
樋
口

だ
し
、
外
交
機
関
改
組
と
と
も
に
機
関
自
体
の
規
模
が
縮
小
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
外
交
部
復
活
と
と
も
に
大
臣
官
房
勤
務
の
参
事
官
を

二
人
か
ら
四
人
に
倍
増
す
る
な
ど
、
人
員
拡
大
が
行
わ
れ
て
い
る
（
一

九
四
二
年
四
月
十
四
日
、
駐
満
大
使
梅
津
美
治
郎
発
外
相
東
郷
重
徳

宛
第
三
〇
二
号
、
外
務
省
記
録
「
諸
外
國
官
制
關
係
雜
件
」
第
五
巻
）。

（
87
）　

前
掲
註
（
21
）『
滿
洲
建
國
十
年
史
』
一
二
九
頁
。

（
88
）　

国
務
院
法
制
局
編
『
滿
洲
國
法
令
輯
覽
』（
満
洲
行
政
学
会
、
一

九
四
二
年
度
版
）
第
一
巻
、
三
八
〜
四
〇
頁
。

（
89
）　
「
滿
華
締
訂
防
疫
協
定
」、『
時
報
』
七
―
一
九
四
〇
―
四
―
五
。

（
90
）　
「
華
北
王
委
員
長
訪
滿
」、『
時
報
』
一
四
―
一
九
四
三
―
七
―
一

〇
。

（
91
）　

ド
ム
チ
ョ
ク
ド
ン
ロ
プ
著
、
森
久
男
訳
『
徳
王
自
伝
―
モ
ン
ゴ

ル
再
興
の
夢
と
挫
折
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
二
五
七
〜
二
七

〇
頁
。

（
92
）　

一
九
四
四
年
五
月
一
六
日
「
傅
作
儀
呈
報
汪
逆
建
議
日
方
限
制

德
王
擴
軍
及
僞
蒙
軍
與
蒙
綏
附
屬
行
政
區
武
力
改
編
爲
地
方
軍
等
情

景
之
葉
電
」、
前
掲
註
（
65
）『
傀
儡
組
織
』
第
二
冊
、
二
五
七
頁
。

（
93
）　
「
大
陸
聯
絡
會
議
開
幕
」、『
時
報
』
一
四
―
一
九
四
三
―
七
―
一

〇
。

（
94
）　

外
務
局
交
際
科
長
施
肇
和
「
一
年
來
之
外
交
」、『
時
報
』
一
一

―
一
九
四
二
―
六
―
一
。

（
95
）　

前
掲
註
（
10
）
下
村
「
滿
洲
國
の
外
交
と
そ
の
使
命
」。

（
96
）　

何
春
魁
「
以
滿
洲
國
爲
中
心
十
年
來
的
國
際
情
勢
」、『
時
報
』

一
〇
―
一
九
四
一
―
五
―
一
〇
。

（
97
）　

外
交
部
大
臣
李
紹
庚
「
我
國
之
對
外
方
針
」、『
時
報
』
一
四
―

一
九
四
四
―
八
―
一
。

（
98
）　

一
九
四
二
年
六
月
五
日
、
東
郷
発
梅
津
宛
第
四
八
二
号
、
外
務

省
記
録
「
在
外
各
國
公
館
關
係
雜
件　

在
暹
羅
國
ノ
部
」。

（
99
）　

一
九
四
三
年
一
〇
月
二
八
日
、
外
相
重
光
葵
発
梅
津
宛
第
三
五

九
号
、
外
務
省
記
録
「
在
外
各
國
公
館
關
係
雜
件　

在
「
ビ
ル
マ
」

國
ノ
部
」。

（
100
）　

王
貴
田
「
大
東
亞
共
榮
圈
建
設
之
指
標
」、『
時
報
』
一
五
―
一

九
四
五
―
九
―
一
。

（
101
）　
「
大
東
亞
建
設
與
滿
洲
國
」、『
時
報
』
一
四
―
一
九
四
四
―
八
―

三
・
四
。

（
102
）　
「
同
生
共
死
＝
陳
大
使
廣
播
詞
」、『
時
報
』
一
五
―
一
九
四
五
―

九
―
一
。

（
103
）　
「
脱
日
本
の
た
め
の
日
本
化
」
と
い
う
概
念
は
、
東
南
ア
ジ
ア
史

研
究
に
お
け
る
「
脱
中
国
の
た
め
の
中
国
化
」
と
い
う
分
析
視
角
を

参
考
に
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
視
角
に
つ
い
て
は
、
桃
木
至
朗
『
歴

史
世
界
と
し
て
の
東
南
ア
ジ
ア
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
六

七
〜
七
三
頁
を
参
照
。

六
一
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東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
二
巻
　

第
一
号

（
104
）　

何
春
魁
「
現
在
國
際
情
勢
之
進
展
及
我
國
民
之
自
覺
」、『
時
報
』

九
―
一
九
四
一
―
五
―
五
。

（
105
）　

田
浦
雅
德
・
古
川
隆
久
・
武
部
健
一
編
『
武
部
六
蔵
日
記
』（
芙

蓉
書
房
出
版
、
一
九
九
九
年
）
一
九
三
八
年
二
月
二
八
日
条
。

（
106
）　

前
掲
註
（
48
）
に
同
じ
。

（
107
）　

前
掲
註
（
104
）
何
「
現
在
國
際
情
勢
之
進
展
及
我
國
民
之
自
覺
」。

（
國
學
院
大
學
文
学
部
教
授
）

六
二



eries. First, regarding the relationship between disaster relief and Protestant 
evangelical activities, as already shown in the existing research, the contribu-
tion of the humanitarian efforts carried out by the missionaries of the CMA 
and diplomats in the midst of the Renyin Disasters can be confirmed. On the 
other hand, it is also clear that the evangelical efforts conducted by McWade’s 
“Expedition” met with every possible impediment because of the oppositions 
on the part of local elites. Secondly, due to the intervention of Chinese author-
ities, the relief campaign was incorporated into the counterinsurgency opera-
tions. In more general terms, the author’s results demonstrate the necessity of 
further studying the relationships between internationally organized relief 
campaigns and intervention in such efforts by Chinese local authorities.  

The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere and
Manchukuo’s Foreign Policy

Higuchi Hidemi

     This article is an attempt to elucidate the kind of Manchukuo’s diploma-
cy with other Asian states, in order to analyze its national character and the 
structure of the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere (GEACPS). While 
diplomacy normally helps a state establish its raison d’état, by enabling it to 
define its national character through participation in the international commu-
nity and sharing values and interests with other members, as a “puppet state” 
of the Japanese Empire, Manchukuo differed in that respect, since it was large-
ly dominated by diplomatic relations with Japan, which were at times in con-
flict with the principles of the GEACPS community, thus threatening to add a 
layer of complexity to its national character. 
     On the other hand, Manchukuo was for Japan a model state for building 
the GEACPS, whereas the other countries in the Sphere sought independence 
and sovereignty, urging Manchukuo to also pursue equal diplomatic relations 
with Japan as a sovereign state. Consequently, as Japan expanded its influence 
in developing the “New Order of East Asia” into the GEACPS and the number 
of member countries increased, Manchukuo relinquished its role as a model 
polity and came to be recognized as an independent sovereign state.

ii
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